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エスニック・マイノリティ向け社会政策における時間／場所の管理
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１　

は
じ
め
に

　

社
会
変
動
は
、
人
々
の
時
間
や
空
間
（space

）
と
の
関
わ
り
方
を
変
化
さ
せ
る
。
近
代
に
入
る
と
、
人
々
の
経
験
は
ロ
ー
カ
ル

な
場
所
（place

））
1
（

と
そ
れ
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
「
生
き
ら
れ
る
時
間
」
か
ら
切
り
離
さ
れ）2
（

、
国
民
国
家
を
前
提
と
し
た
枠
組
み
に

再
編
成
さ
れ
た）3
（

。
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン）（
（

の
進
行
に
よ
っ
て
地
球
の
反
対
側
で
起
こ
っ
た
出
来
事
が
人
々
の
生
活
を
大
き

く
変
化
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
制
御
す
る
国
家
の
統
治
能
力
も
相
対
的
に
低
下
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
人
々
が
自
分

に
関
係
す
る
こ
と
と
し
て
経
験
す
る
空
間
は
国
民
国
家
の
範
囲
を
越
え
て
著
し
く
拡
張
す
る
。
い
っ
ぽ
う
で
情
報
通
信
技
術
の
革
新

と
と
も
に
、
人
々
は
「
瞬
間
的
時
間）5
（

」
を
ま
す
ま
す
経
験
す
る
よ
う
に
な
り
、
地
球
の
反
対
側
の
出
来
事
が
個
々
人
に
影
響
を
与
え

る
ま
で
の
時
間
も
急
激
に
短
縮
し
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
と
と
も
に
、
人
々
は
国
民
的
空
間
を
越
え
た
あ
り
方
で
場
所
を
経
験
し
、
国
民
社
会

の
外
側
の
人
々
と
時
間
的
経
験
を
同
時
進
行
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
拡
張
と
時
間
短
縮
の
経
験
は
、

人
々
が
自
分
自
身
の
人
生
や
生
活
を
「
自
ら
律
す
る
（
＝
自
律
す
る
）」
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
感
覚
、
自
分
の
人
生
を
「
ゆ
と

り
（
＝
時
間
的
余
裕
）」
を
も
っ
て
生
き
る
と
い
う
感
覚
を
低
減
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
感
覚
の
低
減
は
、
人
々
の
生
活
の
質
に

深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
な
か
で
人
々
の
生
活
の
質
を
高
め
う
る
社
会
政
策
と
は
、
空
間

拡
張
と
時
間
短
縮
の
経
験
の
も
た
ら
す
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
に
人
々
が
抗
う
力
を
高
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
競
争
に
直
面
し
つ
つ
も
、
人
々
が
自
ら
の
人
生
に
対
し
て
「
自
律）6
（

」
と
「
ゆ
と
り
」
を
も
て
る
よ
う
な
政
策
が

必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
普
及
し
た
福
祉
国
家
的
な
社
会
政
策
は
、
十
全
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
も
っ
た
「
国
民
」
と
し
て
生
き

る
人
々
の
労
働
を
脱
商
品
化）7
（

す
る
こ
と
で
経
済
的
競
争
か
ら
解
放
し
、
自
律
的
で
ゆ
と
り
あ
る
生
活
を
約
束
す
る
か
に
み
え
た
。
し
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か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
福
祉
国
家
理
念
の
正
当
性
は
後
退
し
た
。
武
川
正
吾
に
よ
れ
ば
、
男
性
の
賃
金
労
働
者
の
完
全
雇
用
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
財
源
に
よ
っ
て
社
会
保
障
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
ケ
イ
ン
ズ
型
福
祉
国
家
に
は
、
こ
う
し
た
制
度
を
国
民

国
家
が
管
理
で
き
る
と
い
う
前
提
、
と
り
わ
け
資
本
や
労
働
の
移
動
を
国
民
国
家
が
管
理
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
担
保

さ
れ
て
い
た）8
（

。
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
前
提
は
ゆ
ら
ぎ
、
む
し
ろ
各
国
政
府
は
資
本
の
国
外
逃
避
や

産
業
の
空
洞
化
を
避
け
る
た
め
に
、
法
人
税
減
税
や
産
業
・
市
場
の
規
制
緩
和
を
進
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て

ケ
イ
ン
ズ
型
福
祉
国
家
に
代
わ
っ
て
台
頭
す
る
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
型
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
国
家
で
は
社
会
政
策
が
経
済
政
策
に
従
属
し
、

社
会
賃
金
の
下
方
圧
力
と
福
祉
権
に
対
す
る
攻
撃
が
起
こ
る）（
（

。
し
ば
し
ば
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
新
自
由
主
義）

（（
（

）
と
も
呼
ば
れ
る
こ

う
し
た
政
策
に
お
い
て
、
個
人
は
労
働
市
場
に
お
け
る
競
争
に
よ
っ
て
経
済
的
自
立
を
達
成
す
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

貧
困
に
陥
る
の
は
自
己
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
影
響
力
を
も
ち
、
競
争
に
敗
れ
る
こ
と
で
自
分
の
人
生
が
無
価
値
な
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
存
在
論
的
不
安
が
人
々
の
間
に
高
ま
っ
て
い
く）（（
（

。
こ
う
し
た
不
安
は
、
自
分
が
経
済
的
自
立
の
た
め
に

競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
が
国
内
に
限
ら
ず
世
界
中
に
存
在
す
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
う
る
。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
を
唱
導
す
る
国
家
と
企
業
は
自
ら
に
と
っ
て
最
適
な
資
本
や
労
働
の
配
置
を
実
現
す
る
た
め
に
、
国
境
に
よ
る
規
制
や
障
壁
を

で
き
る
限
り
低
く
し
た
「
フ
ラ
ッ
ト
な
世
界
」
を
推
進
し
て
い
く
か
ら
だ）（（
（

。
そ
れ
を
礼
賛
す
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
言
説
が
人
々
の

日
常
生
活
へ
の
影
響
力
を
増
す
に
つ
れ
て
、
人
々
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
相
手
に
先
ん
じ
て
「
素
早
く
」
成
果
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
込
む
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
「
効
率
的
」
で
「
ス
ピ
ー
ド
感
」
の
あ
る
政
策
を
政
府
に
要
求
す
る

よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
時
間
短
縮
の
論
理
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
っ
ぽ

う
課
税
や
規
制
に
よ
る
再
分
配
で
弱
者
を
社
会
的
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
福
祉
国
家
的
な
社
会
政
策
は
、
企
業
の
活
動
を
制
約
す
る

こ
と
で
経
済
政
策
の
「
ス
ピ
ー
ド
感
」
を
鈍
ら
せ
、「
自
己
責
任
」
に
よ
っ
て
弱
者
に
転
落
し
た
人
々
を
甘
や
か
す
も
の
だ
と
み
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
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こ
う
し
た
福
祉
国
家
理
念
の
正
当
性
の
低
下
は
主
流
国
民
だ
け
で
は
な
く
、
移
民
、
難
民
、
外
国
人
住
民
、
少
数
・
先
住
民
族
と

い
っ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
人
々
の
多
く
は
国
民
形
成
過
程
に
お
い

て
自
己
決
定
の
権
利
を
奪
わ
れ
、
経
済
社
会
的
に
不
公
正
な
立
場
に
置
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
主
要
先
進
諸
国
に
お
い
て
は
一
九
六

〇
年
代
以
降
、
主
流
国
民
文
化
か
ら
の
差
異
の
承
認
と
自
律
を
求
め
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
運
動
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
、
か
れ
ら
の

存
在
と
権
利
は
政
府
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
多
く
の
先
進
諸
国
で
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
文
化
的
独
自
性
を
保
障
し
差
別
や
不
公
正
を
是
正
す
る
た
め
の
社
会
政
策
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
多

く
は
、
進
学
や
雇
用
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
不
利
を
是
正
す
る
た
め
の
割
当
制
や
積
極
的
差
別
是
正
措
置
、
公

的
扶
助
や
住
宅
供
給
な
ど
、
ケ
イ
ン
ズ
型
福
祉
国
家
を
基
盤
と
し
た
政
策
で
あ
っ
た）（（
（

。
そ
う
し
た
政
策
は
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
の
延
長
線
上
に
あ
る
「
文
化
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ）（（
（

」
を
承
認
す
る
こ
と
で
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
社
会
的
包
摂
を

進
展
さ
せ
る
展
望
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
と
し
て
は
脆
弱
な
社
会
的
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
の
多
い
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
国
家
が
庇
護
す
る
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
展
し
て
も
か
れ
ら
が
「
自
律
」
と
「
ゆ
と
り
」
を

も
っ
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
展
望
は
、
時
間
短
縮
の
論
理
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ

た
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
福
祉
国
家
に
代
わ
り
支
配
的
な
言
説
様
式
と
な
る
に
つ
れ
て
不
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
福
祉
国
家
理
念
を
前
提
と
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
が
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
「
改
革
」
さ
れ
る
際
、
時
間
短
縮
の
論
理
が
そ
の
正
当
化
の
た
め
に
流
用
さ
れ
る
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
福
祉
国
家

理
念
の
後
退
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
台
頭
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
た

先
行
研
究
は
、
管
見
の
限
り
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い）（（
（

。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
一
九
七
〇
年
代
か
ら
実
施

さ
れ
て
き
た
「
多
文
化
主
義
（m

ulticulturalism

）」
政
策
の
移
民
・
難
民
向
け
社
会
福
祉
政
策
（「
福
祉
多
文
化
主
義
」）
と
し
て
の

側
面
に
注
目
し
て
き
た
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
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特
定
の
移
民
・
難
民
を
「
選
別
」
し
て
国
家
や
企
業
の
経
済
的
利
益
の
た
め
に
活
用
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
外
の
移
民
・
難
民
を

「
排
除
」
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
言
説
・
政
策
へ
と
公
定
多
文
化
主
義
が
変
容
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
た）（（
（

。
本
稿
で
は
こ
う
し
た

分
析
の
射
程
を
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
で
あ
る
先
住
民
族
に
対
す
る
社

会
政
策
へ
と
拡
大
す
る
。
具
体
的
に
は
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
、
先
住
民
族
向
け
社
会
政
策
の
ネ

オ
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
の
推
移
を
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
政
策
転
換
が
「
成
果
重
視
」「
緊
急
対
応
」
と
い
っ
た
時

間
短
縮
の
論
理
に
よ
っ
て
強
く
正
当
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
時
間
短
縮
の
論
理
が
、
特
定
の
「
場
所
」
に
対
象

を
限
定
し
て
先
住
民
族
の
生
活
の
管
理
を
徹
底
化
す
る
「
場
所
ベ
ー
ス
」
の
社
会
政
策
と
い
う
手
法
の
導
入
に
帰
結
し
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
時
間
的
短
縮
の
論
理
と
空
間
的
管
理
の
技
法
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
政
策
だ
け
で

は
な
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
政
策
全
般
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
。

２　

自
己
決
定
政
策
と
福
祉
国
家

　

一
般
に
「
成
果
重
視
」
と
い
う
発
想
は
、
あ
る
目
標
が
何
ら
か
の
評
価
基
準
に
よ
っ
て
客
観
的
に
測
定
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
そ
の
目
標
を
一
定
の
期
間
内
に
達
成
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
一
定
期
間
内
に
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
」
が
必
要
と
さ
れ
、
目
標
達
成
に
至
る
ま
で
の
「
効
率
性
＝
時
間
短
縮）（（
（

」
が
重
視
さ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
社
会
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
社
会
政
策
に
は
、
こ
う
し
た
「
成
果
重
視
」
の
論
理
で
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
も
あ
る
。

社
会
問
題
の
根
本
的
解
決
に
は
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
社
会
構
造
を
変
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
社
会
構
造
は
長
い
年

月
を
か
け
て
徐
々
に
確
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
維
持
・
再
生
産
に
は
多
様
な
要
因
が
複
雑
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
を
変

革
す
る
に
は
、
多
様
な
要
因
に
対
す
る
長
期
間
に
わ
た
る
政
策
的
働
き
か
け
が
必
要
で
あ
り
、
測
定
可
能
な
「
成
果
」
を
出
す
こ
と
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も
、
そ
れ
を
目
指
し
た
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
を
立
案
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
多
い）（（
（

。

　

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
直
面
す
る
社
会
的
不
公
正
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
︲
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
関
係
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ

て
形
成
・
再
生
産
さ
れ
て
き
た
社
会
構
造
に
起
因
し
て
い
る）（（
（

。
と
り
わ
け
先
住
民
族
は
近
代
に
お
け
る
植
民
地
化
に
よ
っ
て
征
服
さ

れ
た
人
々
の
末
裔
で
あ
り
、
脱
植
民
地
化
以
後
も
国
民
国
家
の
地
理
的
・
制
度
的
枠
組
み
の
な
か
で
周
縁
化
さ
れ
て
き
た
人
々
で
あ

る
）
（（
（

。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
族
は
一
七
八
八
年
の
英
国
に
よ
る
植
民
地
化
の
開
始
以
降
、
太
古
か
ら
住
み
続
け
て
き
た
土
地
を

「
無
主
地
（
テ
ラ
・
ヌ
リ
ウ
ス
）」
と
み
な
さ
れ
奪
わ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
〇
一
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
が
結
成
さ
れ
る
と
、
先

住
民
族
は
「
滅
び
ゆ
く
人
々
」
と
み
な
さ
れ）（（
（

、「
保
護
」
政
策
の
も
と
で
遠
隔
地
の
居
留
地
に
「
隔
離
」
さ
れ
、
低
賃
金
・
無
賃
労

働
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
白
人
と
の
混
血
の
子
ど
も
を
先
住
民
族
の
親
か
ら
強
制
的
に
引
き
離
す
措
置
も
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
行
わ

れ
、
こ
う
し
た
人
々
は
の
ち
に
「
盗
ま
れ
た
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
先
住
民
族
の
白
人
社
会

へ
の
同
化
が
目
指
さ
れ
た
が
、
差
別
や
社
会
的
隔
離
は
依
然
と
し
て
継
続
し
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
ヨ
ロ
ン
グ
の
人
々
に
よ
る
鉱
山
開
発
に
対
す
る
訴
訟
や
、
グ
リ
ン
ジ
の
人
々
に
よ
る
ウ
ェ
ー
ブ
ヒ
ル

牧
場
の
土
地
返
還
要
求
、
そ
し
て
キ
ャ
ン
ベ
ラ
に
お
け
る
「
テ
ン
ト
大
使
館
」
の
設
置
な
ど
、
先
住
民
族
に
よ
る
差
別
や
同
化
政
策

に
対
す
る
異
議
申
立
て
が
活
発
化
し
た）（（
（

。
連
邦
政
府
は
一
九
七
二
年
に
先
住
民
族
に
対
す
る
同
化
政
策
を
転
換
し
、
土
地
の
返
還
と

「
自
己
決
定
」
を
基
本
理
念
と
し
た
先
住
民
族
政
策
を
開
始
し
た
。
ア
ボ
リ
ジ
ニ
問
題
担
当
省
が
創
設
さ
れ
、
先
住
民
族
を
対
象
と

し
た
予
算
が
計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
一
九
七
五
年
に
は
人
種
差
別
禁
止
法
、
一
九
七
六
年
に
は
北
部
準
州
ア
ボ
リ
ジ
ニ
土
地

権
法
が
制
定
さ
れ
、
各
州
で
先
住
民
族
の
土
地
権
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八
九
年
に
は
労
働
党
政
権
下
で
ア
ボ
リ
ジ

ニ
・
ト
ー
レ
ス
海
峡
諸
島
人
委
員
会
（A

boriginal and T
orres Strait Islander Com

m
ission: A

T
SIC

）
が
設
立
さ
れ
た
。
Ａ
Ｔ

Ｓ
Ｉ
Ｃ
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
先
住
民
族
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
先
住
民
族
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
予
算

の
配
分
・
運
営
を
決
定
す
る
権
限
を
も
っ
た）（（
（

。
そ
し
て
一
九
九
二
年
の
マ
ボ
判
決
、
一
九
九
三
年
の
先
住
権
原
法
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
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ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
族
政
策
は
国
際
的
に
み
て
も
先
進
的
な
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
権
利
回
復
は
、
国
際
社
会

に
お
け
る
先
住
民
族
運
動
の
潮
流
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
た）（（
（

。

　

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
治
で
は
、
先
住
民
族
の
自
己
決
定
を
先
住
民
族
政
策
の
根
底
に

位
置
づ
け
る
こ
と
へ
の
超
党
派
的
な
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
住
民
族
の
貧
困
や
格
差
を
改
善
す
る
た
め
の

公
的
資
金
の
投
入
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
福
祉
国
家
体
制
が
本
格
的
に
整
備

さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
前
半
と
い
う
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
う
し
た
自
己
決
定
政
策
の
展
開
に
影
響
し

て
い
る）（（
（

。
し
か
し
よ
り
根
本
的
に
は
、
長
期
に
わ
た
る
社
会
的
排
除
や
貧
困
の
な
か
で
自
律
を
奪
わ
れ
て
き
た
先
住
民
族
共
同
体
の

社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
回
復
す
る
た
め
に
は
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
拡
充
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
西
洋

的
な
意
味
で
の
教
育
・
訓
練
が
不
十
分
で
民
間
企
業
に
お
け
る
就
労
機
会
も
少
な
い
遠
隔
地
に
住
む
先
住
民
族
に
は
、
資
本
主
義
に

お
け
る
労
働
に
習
熟
す
る
た
め
の
特
殊
な
制
度
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
一
九
七
六
年
に
導
入
さ
れ
た
の
が
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
開
発
雇
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（Com

m
unity D

evelopm
ent Em

ploym
ent Project: CD

EP

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
雇
用
の
場
が

き
わ
め
て
少
な
い
遠
隔
地
に
先
住
民
族
の
た
め
の
職
業
訓
練
と
労
働
の
場
を
創
出
す
る
施
策
で
あ
り
、
の
ち
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
が
所
轄

し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
て
先
住
民
族
問
題
へ
の
対
策
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
政
策
の
な
か
で
一
定
の
位

置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。

３　
「
成
果
重
視
」
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

　

自
己
決
定
政
策
は
先
住
民
族
に
対
す
る
植
民
地
化
の
負
の
遺
産
と
し
て
の
不
公
正
な
社
会
構
造
を
福
祉
国
家
的
な
社
会
政
策
に

よ
っ
て
是
正
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
長
期
間
に
わ
た
る
政
策
的
関
与
を
前
提
と
し
た
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
に
し
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て
も
、
自
己
決
定
政
策
の
開
始
か
ら
約
三
〇
年
を
経
て
も
多
く
の
先
住
民
族
は
依
然
と
し
て
貧
困
、
失
業
、
劣
悪
な
衛
生
・
住
宅
環

境
、
飲
酒
や
薬
物
・
賭
博
の
蔓
延
、
教
育
機
会
や
達
成
に
お
け
る
格
差
、
偏
見
・
差
別
や
構
造
的
な
不
平
等
に
直
面
し
続
け
て
い
た）（（
（

。

そ
の
た
め
、
自
己
決
定
政
策
は
十
分
な
「
成
果
」
を
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
次
第
に
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た）（（
（

。
た
だ
し
、

そ
も
そ
も
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
は
政
府
に
よ
る
助
成
・
補
助
金
の
配
分
機
構
に
過
ぎ
ず
、
先
住
民
族
に
対
し
て
十
分
な
自
己
決
定
権
を
与
え

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
長
い
間
白
人
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
、
同
化
政
策
に
よ
っ
て
抑
圧
さ

れ
て
き
た
先
住
民
族
が
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
己
決
定
の
機
会
を
十
分
に
活
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
、
白
人
社
会
の
自
己
決
定

政
策
へ
の
信
用
を
低
下
さ
せ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
前
半
の
労
働
党
政
権
の
時
代
に
は
、
先
住
民
族
政
策
の
失
敗
を
認
め
て
そ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
い

う
主
張
は
ま
だ
政
界
の
多
数
派
で
は
な
か
っ
た）（（
（

。
し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
治
に
お
け
る
ネ
オ
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
（
当
初
は
「
経
済
合
理
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
た
）
の
影
響
力
が
増
大
し
て
い
っ
た）（（
（

。
そ
れ
と
と
も
に
、
国
際
人
権
規
範
と
福

祉
国
家
理
念
に
基
づ
く
自
己
決
定
政
策
が
先
住
民
族
の
生
活
の
速
や
か
な
向
上
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
が
次
第
に
問
題
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た）（（
（

。
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
六
年
の
ハ
ワ
ー
ド
保
守
連
合
政
権
の
登
場
で
あ
っ
た）（（
（

。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ド
ッ

ト
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ハ
ワ
ー
ド
は
ホ
ー
ク
＝
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
労
働
党
政
権
が
先
住
民
族
と
い
う
特
定
の
集
団
の
利
益
に
過
剰
に
配
慮

し
て
い
た
と
批
判
し
、
自
ら
の
政
権
は
そ
の
よ
う
な
偏
向
を
正
し
、
主
流
派
国
民
の
た
め
の
政
治
を
行
う
の
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
信
し
続
け
た）（（
（

。
こ
う
し
て
ハ
ワ
ー
ド
政
権
期
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
進
展
し
た
先
住
民
族
の
権
利
保
障
が
後
退
し
て

い
っ
た
。
一
九
九
六
年
に
は
先
住
権
原
の
範
囲
を
拡
大
す
る
可
能
性
を
示
し
た
ウ
ィ
ク
判
決
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ワ
ー

ド
政
権
は
先
住
民
族
の
権
利
を
実
質
的
に
後
退
さ
せ
る
先
住
権
原
修
正
法
を
一
九
九
八
年
に
成
立
さ
せ
た）（（
（

。
自
己
決
定
政
策
の
象
徴

で
あ
っ
た
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
は
二
〇
〇
五
年
に
廃
止
さ
れ
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
施
策
は
政
府
の
そ
の
他
の
行
政
機
構

の
な
か
に
吸
収
・
再
編
さ
れ
た
。
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い
っ
ぽ
う
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
白
人
社
会
と
先
住
民
族
と
の
「
和
解
」
と
い
う
目
標
が
世
論
の
支
持
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
人
権
・
機
会
均
等
委
員
会
が
一
九
九
七
年
に
公
表
し
た
「
盗
ま
れ
た
世
代
」
問
題
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
引
き
金
と
し
て
、
過

去
に
行
わ
れ
た
先
住
民
族
へ
の
不
正
義
に
対
す
る
政
府
の
公
式
謝
罪
や
先
住
民
族
と
の
条
約
（treaty

）
の
締
結
を
要
求
す
る
運
動

が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た）（（
（

。
し
か
し
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
こ
う
し
た
主
張
を
、
先
住
民
族
の
権
利
の
承
認
や
保
障
を
重
視
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
具
体
的
な
「
成
果
」
が
挙
が
ら
な
い
と
否
定
し
、
先
住
民
族
の
直
面
す
る
貧
困
、
雇
用
や
教
育
、
住
宅
問
題
な
ど
の
是

正
に
「
実
際
的
な
（practical

）」
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
を
優
先
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
姿
勢
は

「
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
和
解
（practical reconciliation

）」
と
も
呼
ば
れ
た）（（
（

。

　

い
っ
ぽ
う
先
住
民
族
指
導
者
の
な
か
に
も
、
自
己
決
定
政
策
が
「
成
果
」
を
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
を
も
ち
、
そ
の
改
革
を

主
張
す
る
動
き
が
現
れ
た
。
そ
の
代
表
格
が
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
先
住
民
族
指
導
者
で
あ
る
ノ
エ
ル
・
ピ
ア
ソ
ン
で
あ
っ
た
。

ピ
ア
ソ
ン
は
、
過
去
三
〇
年
間
の
政
策
で
遠
隔
地
の
先
住
民
族
共
同
体
の
生
活
の
質
は
む
し
ろ
荒
廃
し
た
と
し
、
そ
れ
を
速
や
か
に

改
善
す
る
た
め
に
は
先
住
民
族
の
人
々
が
陥
っ
て
い
る
「
受
動
的
福
祉
依
存
」
の
規
範
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た）（（
（

。

そ
し
て
従
来
の
土
地
権
や
先
住
権
原
の
追
求
に
代
わ
り
、「
責
任
を
取
る
権
利
（right to take responsibility

）」
を
重
視
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
「
自
己
決
定
」
と
い
う
概
念
を
先
住
民
族
の
集
団
的
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
の
先
住

民
族
の
自
律
と
し
て
再
定
義
し
、
個
人
と
し
て
の
先
住
民
族
が
政
府
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
へ
の
依
存
か
ら
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
が

先
住
民
族
が
自
分
自
身
の
生
活
や
将
来
を
自
ら
決
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
ピ
ア
ソ
ン
は
、
先
住
民
族
は
人
種
差

別
と
闘
っ
て
伝
統
文
化
や
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
と
し
て
自
己
を
鍛
錬
し
て
成
功

に
向
け
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な
い
と
主
張
し
、
伝
統
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
個
人
と
し
て
の
先
住
民
族
の
自
己
鍛
錬
を
阻
害

し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
さ
ら
に
先
住
民
族
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
薬
物
や
暴
力
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
先
住
民
族
を
取
り

巻
く
社
会
・
経
済
的
困
難
の
結
果
に
過
ぎ
ず
、
薬
物
や
暴
力
に
手
を
染
め
た
人
々
を
厳
罰
に
処
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
に
反
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対
し
た
。
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
薬
物
や
暴
力
は
社
会
・
経
済
的
困
難
の
結
果
で
は
な
く
む
し
ろ
原
因
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら

に
は
「
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
」
の
姿
勢
で
臨
む
べ
き
な
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
う
し
て
ピ
ア
ソ
ン
は
、
薬
物
や
暴
力
に
対
す
る
厳
格
な
対
処
、

福
祉
依
存
か
ら
の
脱
却
、
そ
し
て
先
住
民
族
が
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
で
は
な
い
「
本
当
の
経
済
（real econom

y

）」、
す
な
わ
ち
資
本
主
義
市

場
経
済
に
お
け
る
労
働
市
場
に
参
入
し
て
い
く
た
め
の
技
能
訓
練
な
ど
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
民
間
企
業
に

よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
研
修
や
起
業
家
養
成
の
取
り
組
み
等
と
と
も
に
、
後
述
す
る
先
住
民
族
の

家
庭
に
お
け
る
収
入
管
理
制
度
の
実
施
も
提
言
し
た）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
先
住
民
族
向
け
社
会
政
策
の
改
革
の
提
案
と
そ
の
背
後
に
あ
る
発
想
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
非
常
に
親
和
的
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
ピ
ア
ソ
ン
の
主
張
は
ハ
ワ
ー
ド
政
権
に
よ
っ
て
好
意
的
に
受
容
さ
れ
、
後
述
す
る
政
策

転
換
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

４　
「
緊
急
対
応
」
の
論
理

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
「
成
果
重
視
」
の
論
理
が
「
時
間
短
縮
」
を
前
提
と
す
る
が
ゆ
え
に
「
緊
急
対
応
」
と
い
う
も
う
ひ

と
つ
の
論
理
に
直
結
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
が
、
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
の
事
例
研
究
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
は
、「
惨
事

（disaster

）」
に
見
舞
わ
れ
た
人
々
や
統
治
機
構
が
抵
抗
力
を
失
っ
て
い
る
隙
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
推
進
す
る
エ
リ
ー
ト
や

企
業
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
規
制
緩
和
や
民
営
化
と
い
っ
た
改
革
が
断
行
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
を
「
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
」
と
呼
ん

だ
。
こ
う
し
た
改
革
に
お
い
て
は
、
経
済
社
会
的
に
脆
弱
な
ゆ
え
に
惨
事
の
影
響
を
被
り
や
す
い
貧
困
層
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
へ

の
支
援
を
「
自
己
責
任
」
の
名
の
下
に
削
減
・
放
棄
し
た
り
、「
復
興
」
や
「
防
災
」
の
名
目
で
貧
困
層
の
居
住
区
域
の
ク
リ
ア
ラ

ン
ス
が
図
ら
れ
る
と
い
っ
た
強
引
な
や
り
方
も
生
じ
が
ち
に
な
る
と
ク
ラ
イ
ン
は
指
摘
し
た）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
「
惨
事
便
乗
型
資
本
主
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義
」
が
可
能
に
な
る
の
は
、
あ
る
出
来
事
が
「
非
常
事
態
」
と
認
識
さ
れ
た
場
合
、
そ
う
し
た
「
非
常
事
態
」
か
ら
「
一
刻
も
早

く
」
脱
却
す
る
と
い
う
「
成
果
」
が
強
く
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
効
率
性
」
や
「
成
果
重
視
」
と
い
っ
た
時
間
短

縮
の
感
覚
を
人
々
に
強
く
訴
え
か
け
る
「
緊
急
対
応
」
の
論
理
が
台
頭
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
平
常
時
な
ら
ば
許
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
有
権
者
や
当
事
者
の
意
思
や
権
利
を
軽
視
し
た
決
定
や
措
置
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
「
や
む
を
得
な
い
」
と
し
て
黙
認
さ
れ
が
ち
に

な
る）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
政
府
が
あ
る
状
況
を
「
非
常
事
態
」
と
宣
言
す
る
こ
と
は
、
政
府
が
望
む
施
策
を
非
民
主
的
に
導
入
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
戦
略
で
も
あ
り
う
る
。

　

二
〇
〇
六
年
、
あ
る
テ
レ
ビ
報
道
を
き
っ
か
け
に
、
北
部
準
州
の
先
住
民
族
共
同
体
で
の
児
童
へ
の
性
的
虐
待
の
深
刻
さ
に
社
会

的
関
心
が
集
ま
っ
た）（（
（

。
そ
の
後
北
部
準
州
の
労
働
党
政
権
（
当
時
）
の
調
査
委
員
会
が
二
〇
〇
七
年
四
月
に
公
表
し
た
『
幼
児
は
天

か
ら
の
授
か
り
も
の
（Little Children are Sacred

）』
報
告
書
は
、
先
住
民
族
の
児
童
へ
の
性
的
虐
待
の
存
在
を
認
め
、
行
政
に

よ
る
早
急
な
対
応
を
求
め
た）（（
（

。
す
る
と
ハ
ワ
ー
ド
連
邦
政
権
は
同
年
六
月
、
こ
の
報
告
書
を
根
拠
に
、
北
部
準
州
の
労
働
党
政
権
に

は
先
住
民
族
の
幼
児
虐
待
問
題
に
対
処
す
る
能
力
が
な
い
と
非
難
し
て
連
邦
政
府
の
介
入
を
発
表
し
た）（（
（

。
そ
し
て
「
北
部
準
州
緊
急

対
応
（
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
）
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
（N

orthern T
erritory Em

ergency Response T
ask Force

）」
を
結
成
し
て
北
部
準
州
に

投
入
し
た）（（
（

。
ま
た
七
月
に
は
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
を
廃
止
す
る
方
針
が
発
表
さ
れ）（（
（

、
八
月
に
は
関
連
法
案
が
連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
「
北
部
準
州
緊
急
対
応
（N

orthern T
erritory Em

ergency Response: N
T

ER

）
政
策
」
は
、
主
に
以

下
の
よ
う
な
内
容
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
①
北
部
準
州
の
先
住
民
族
の
土
地
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
の
売
買
・
所
持
・
消
費

を
大
幅
に
制
限
す
る
。
②
有
害
な
目
的
に
金
銭
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
、
児
童
福
祉
の
た
め
の
財
源
が
適
正
な
目
的
で
使
用

さ
れ
る
の
を
保
証
す
る
た
め
に
福
祉
制
度
改
革
を
行
う
。
③
先
住
民
族
の
土
地
の
す
べ
て
の
住
民
の
た
め
に
、
収
入
管
理
制
度

（incom
e m

anagem
ent

）
や
家
族
支
援
手
当
と
連
動
さ
せ
つ
つ
、
親
が
児
童
を
学
校
に
登
校
さ
せ
た
り
自
分
の
子
ど
も
に
食
事
を
さ

せ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
④
す
べ
て
の
先
住
民
族
児
童
の
健
康
状
況
を
把
握
し
、
い
か
な
る
虐
待
の
兆
候
も
見
逃
さ
な
い
た
め
に
、
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強
制
的
に
健
康
診
断
を
行
う
。
⑤
指
定
さ
れ
た
先
住
民
族
の
居
住
地
を
五
年
間
、「
該
当
期
間
」
に
つ
い
て
の
補
償
の
支
払
い
と
と

も
に
、
政
府
が
強
制
的
に
借
り
上
げ
る
。
⑥
州
や
準
州
の
司
法
当
局
の
支
持
を
得
つ
つ
、
指
定
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
治
安
対
策
の

水
準
を
引
き
上
げ
る
。
⑦
指
定
さ
れ
た
地
域
の
共
有
地
、
道
路
、
交
通
機
関
、
滑
走
路
へ
の
入
域
許
可
制
度
（perm

it system

））
（（
（

を

廃
止
す
る
。
⑧
「
失
業
手
当
の
た
め
の
労
働
（w

ork for the dole

）」
制
度
を
つ
う
じ
て
地
域
の
労
働
力
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
美
化

や
修
繕
に
動
員
す
る
。
⑨
市
場
に
見
合
っ
た
価
格
の
家
賃
や
正
規
の
賃
貸
契
約
に
よ
っ
て
住
宅
事
情
を
改
善
し
、
地
域
の
住
環
境
を

改
革
す
る
。
⑩
Ｘ
指
定
の
ポ
ル
ノ
の
所
持
を
禁
止
し
、
公
金
で
購
入
さ
れ
た
す
べ
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
違
法
な
装
備
が
さ
れ
て

い
な
い
か
ど
う
か
検
査
す
る
。
⑪
指
定
さ
れ
た
地
域
の
す
べ
て
の
政
府
事
業
に
つ
い
て
責
任
者
を
任
命
す
る）（（
（

。

　

こ
う
し
て
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
「
先
住
民
族
の
子
ど
も
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
非
常
事
態
」
を
宣
言
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ

Ｒ
政
策
の
開
始
を
文
字
通
り
「
緊
急
対
応
」
と
し
て
正
当
化
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
緊
急
対
応
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
先
住
民
族

当
事
者
の
権
利
に
対
す
る
配
慮
を
大
幅
に
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
は
、
人
民
を
そ
の
人
種
や
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
に
か
か
わ
ら
ず
法
の
下
で
平
等
に
扱
う
こ
と
を
定
め
た
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止
法
の
適
応
対
象
外
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
施
策
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
先
住
民
族
集
団
に
利
益
を
も
た
ら
す
「
特
別
措
置

（special m
easure

）」
に
あ
た
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
当
時
の
北
部
準
州
の
先
住
民
族
共
同
体
の
状
況
が
「
非
常
事
態
」
で
あ
る
と
い
う
決
定
が
政
府
の
一
方
的

な
判
断
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。『
幼
児
は
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
』
報
告
書
は
、
政
府
が
対
策
を
講
じ
る
前
に
先
住
民

族
共
同
体
か
ら
の
意
見
聴
取
を
重
ね
て
実
施
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
政
府
は
そ
れ
を
無
視
し
て
Ｎ

Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
立
案
・
実
行
し
た）（（
（

。
し
か
も
こ
う
し
て
導
入
さ
れ
た
施
策
の
う
ち
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
や
入
域
許
可
制
度
の
廃
止
、
先
住
民

族
の
土
地
を
五
年
間
強
制
的
に
借
り
上
げ
る
措
置
の
実
施
な
ど
は
、『
幼
児
は
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
』
報
告
書
の
提
言
に
は
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
先
住
民
族
の
自
己
決
定
・
権
利
重
視
の
立
場
に
立
ち
、
不
公
正
な
社
会
構
造
を
是
正
す
る
こ
と
を
重
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視
し
て
き
た
知
識
人
や
先
住
民
族
指
導
者
か
ら
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
は
先
住
民
族
へ
の
事
前
の
意
見
聴
取
を
軽
視
し
、
先
住
民
族
の

権
利
の
制
限
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
い
う
反
発
を
受
け
た
。
そ
も
そ
も
『
幼
児
は
天
か
ら
の
授
か
り
も
の
』
報
告
書
も
認
め
て
い
る

よ
う
に
、
先
住
民
族
の
子
ど
も
や
女
性
に
対
す
る
暴
力
が
蔓
延
し
て
い
る
実
態
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
に
な
っ

て
急
に
深
刻
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た）（（
（

。
性
的
虐
待
が
行
わ
れ
る
背
景
に
あ
る
、
先
住
民
族
共
同
体
に
広
ま
る
貧
困
や
劣
悪
な
居

住
環
境
、
失
業
や
教
育
格
差
な
ど
の
社
会
構
造
の
改
善
に
長
期
的
視
野
で
取
り
組
む
必
要
性
も
、
同
報
告
書
以
前
か
ら
多
く
の
論
者

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
多
く
の
支
援
者
や
活
動
家
た
ち
は
、
先
住
民
族
児
童
の
性
的
虐
待
問
題
を
改
善
す
る
た
め
に
は
先
住

民
族
共
同
体
へ
の
長
期
に
わ
た
る
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
策
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た）（（
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
ワ
ー
ド
政
権
が

異
例
の
迅
速
さ
で
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
立
案
・
実
行
し
た
こ
と
に
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
の
連
邦
総
選
挙
を
直
前
に
控
え
て
政
権
の

支
持
率
を
高
揚
さ
せ
た
い
思
惑
が
あ
る
と
非
難
さ
れ
た）（（
（

。
ま
た
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
性
急
か
つ
強
引
な
姿
勢
の
背
景
に
は
、
連
邦
政
府

が
児
童
へ
の
性
的
虐
待
を
防
ぐ
こ
と
を
口
実
に
、
先
住
民
族
の
自
己
決
定
政
策
を
廃
止
し
土
地
の
開
発
を
進
め
よ
う
と
す
る
思
惑
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
念
を
も
つ
先
住
民
族
指
導
者
・
知
識
人
も
少
な
く
な
か
っ
た）（（
（

。

５　

自
己
決
定
の
権
利
と
女
性
・
子
ど
も
の
庇
護

　

Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
へ
の
疑
問
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
大
き
か
っ
た
の
が
、
収
入
管
理
制
度
の
導
入
と
そ
れ
を
可
能
に
し
た
一
九
七
五

年
人
種
差
別
禁
止
法
の
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
へ
の
適
用
除
外
措
置
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
よ
っ
て
同
準
州
内
の
七
三
の

地
域
や
居
留
地
に
導
入
さ
れ
た
収
入
管
理
制
度
は
、
福
祉
被
受
給
者
に
対
し
て
セ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
（Centrelink

））
（（
（

を
つ
う
じ
て
政

府
か
ら
給
付
さ
れ
る
生
活
保
護
（incom

e support

）
お
よ
び
家
族
支
援
手
当
（fam

ily assistance paym
ent

）
の
半
額
、
ま
た
子

ど
も
手
当
（baby bonus

）
の
全
額
な
ど
が
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
カ
ー
ド
（BasicsCard
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
で
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被
受
給
者
に
渡
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
ス
カ
ー
ド
は
特
定
の
店
舗
で
日
用
品
や
生
活
必
需
品
を
購
入
す
る
際
に
使

用
で
き
る
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
タ
バ
コ
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
購
入
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
た
め
に
は
使
用
で
き
な
い
。
こ
の
収
入
管
理

制
度
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
該
当
地
域
に
居
住
す
る
先
住
民
族
の
人
々
全
員
に
、
そ
の
人
が
自
分
自
身
で
金
銭
を
管
理
し
た
り
家

事
・
育
児
を
す
る
能
力
が
あ
る
か
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
強
制
的
に
適
用
さ
れ
て
し
ま
う
点
が
強
く
批
判
さ
れ
た）（（
（

。
こ
の
収
入
管
理
制

度
だ
け
で
は
な
く
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
の
廃
止
や
先
住
民
族
の
土
地
の
強
制
借
り
上
げ
な
ど
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
は
先
住
民
族
の
権
利
の
擁

護
と
い
う
観
点
か
ら
大
き
な
反
発
を
招
い
た
施
策
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
先
住
民
族
の
指
導
者
や
人
権
団
体
、
緑
の
党
、
そ
し
て

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
訪
れ
た
国
際
連
合
の
特
別
報
告
者
か
ら
も
批
判
や
疑
問
が
提
起
さ
れ
た）（（
（

。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
導
入
当
初
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
世
論
で
の
支
持
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
自
己

決
定
や
先
住
権
の
擁
護
を
重
視
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
先
住
民
族
政
策
が
、
遠
隔
地
の
先
住
民
族
の
生
活
を
改
善
す
る
と
い
う
「
成

果
」
を
挙
げ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
よ
っ
て
説
得
力
を
増
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策

の
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
先
住
民
族
の
児
童
虐
待
問
題
を
報
道
し
た
主
流
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
は
、
と
り
わ
け
遠
隔
地
に
お
け
る

先
住
民
族
共
同
体
が
貧
困
や
犯
罪
に
ま
み
れ
、
道
徳
的
に
崩
壊
寸
前
で
あ
る
と
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
そ
の
よ
う
な
報
道
の
背

後
に
は
、
自
己
決
定
政
策
の
中
心
に
い
た
先
住
民
族
指
導
者
に
は
こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
能
力
が
な
い
と
批
判
す
る
風
潮
も

あ
っ
た）（（
（

。
そ
の
結
果
、
自
己
決
定
政
策
は
む
し
ろ
先
住
民
族
の
、
と
り
わ
け
女
性
や
子
ど
も
の
権
利
を
侵
害
す
る
結
果
に
な
っ
た
と

非
難
す
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
先
住
民
族
の
自
己
決
定
と
い
う
名
目
で
先
住
権
原
や
土
地
権
と
い
っ
た
集
団
的
権
利
が
強
調
さ
れ
た

結
果
、
先
住
民
族
共
同
体
の
経
済
的
自
立
が
阻
害
さ
れ
、
そ
の
内
部
の
貧
困
や
道
徳
的
退
廃
が
放
置
さ
れ
、
弱
い
立
場
に
置
か
れ
た

子
ど
も
や
女
性
の
「
人
権
」
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
い
っ
ぽ
う
北
部
準
州
の
先
住
民
族
自
身
の
あ
い
だ
に

も
、
自
己
決
定
政
策
に
よ
っ
て
は
長
い
間
改
善
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
先
住
民
族
の
生
活
状
況
に
対
し
て
、「
緊
急
対
応
」
と
し
て
予

算
措
置
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
声
は
少
な
く
な
か
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
て
自
己
決
定
政
策
や
集
団
的
権
利
の
保
障
の
主
張
の
正
当
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性
は
「
緊
急
対
応
」
の
論
理
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。

６　
「
緊
急
対
応
」
か
ら
「
格
差
是
正
」
へ

　

ハ
ワ
ー
ド
政
権
期
に
お
け
る
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
正
当
化
し
た
「
緊
急
対
応
」
と
い
う
論
理
に
は
、
先
住
民
族
問
題
に
対
す
る
保
守

的
な
価
値
観
も
影
響
し
て
い
た
。
ハ
ワ
ー
ド
が
先
住
民
族
共
同
体
か
ら
の
意
見
聴
取
を
軽
視
し
て
辺
境
の
先
住
民
族
共
同
体
へ
Ｎ
Ｔ

Ｅ
Ｒ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
投
入
し
た
こ
と
、
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止
法
の
同
政
策
へ
の
適
用
を
除
外
し
た
こ
と
な
ど
は
、
保
守

連
合
政
権
の
も
つ
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
姿
勢
の
反
映
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た）（（
（

。
ま
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
支
持
す
る
論
調
に
も
、
先
住

民
族
共
同
体
を
保
護
す
る
た
め
に
は
白
人
側
が
先
住
民
族
を
教
育
し
、
正
し
い
方
向
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
パ
タ
ー

ナ
リ
ズ
ム
的
な
傾
向
が
み
ら
れ
た）（（
（

。
い
っ
ぽ
う
連
邦
議
会
で
野
党
で
あ
っ
た
労
働
党
も
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
支
持
し
た
。
し
か
し
二

〇
〇
七
年
一
一
月
の
連
邦
総
選
挙
で
政
権
交
代
が
実
現
す
る
と
、
ケ
ビ
ン
・
ラ
ッ
ド
労
働
党
政
権
は
ハ
ワ
ー
ド
政
権
に
お
け
る
先
住

民
族
に
対
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
姿
勢
の
転
換
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
二
〇
〇
八
年
二
月
に
は
前
政
権
が
拒
否
し
て
き
た
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
政
府
が
先
住
民
族
に
対
し
て
行
っ
た
過
去
の
不
正
義
に
対
す
る
公
式
謝
罪
を
行
っ
た
。
ま
た
二
〇
〇
九
年
に
は
や
は
り
前

政
権
が
反
対
し
た
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
に
賛
成
を
表
明
し
た
。

　

Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
つ
い
て
も
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
期
に
お
け
る
露
骨
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
弱
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
て
き

た
。
二
〇
〇
八
年
六
月
に
出
さ
れ
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
の
最
終
報
告
書
で
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
が
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て

お
り
、
引
き
続
き
継
続
す
べ
き
だ
と
提
言
さ
れ
た
。
た
だ
し
収
入
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
維
持
す
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、

特
定
の
地
域
の
住
民
す
べ
て
に
強
制
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
任
意
加
入
を
認
め
る
べ
き
だ
と
し
た）（（
（

。
ま
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
導

入
の
際
に
い
っ
た
ん
は
廃
止
の
方
針
が
発
表
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
「
改
革
」
の
う
え
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
に
関
し
て
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は
、
遠
隔
地
の
先
住
民
族
共
同
体
に
「
本
当
の
仕
事
（real job

）」、
す
な
わ
ち
労
働
市
場
の
需
給
に
応
じ
て
賃
金
が
決
定
さ
れ
る

雇
用
を
創
出
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た）（（
（

。
そ
の
後
も
人
種
差
別
禁
止
法
の
適
用
除
外
措
置
の
継
続
へ
の
批
判
が
続
い
た
こ
と
も
あ
り
、

ラ
ッ
ド
政
権
は
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
見
直
し
を
進
め
た
。
二
〇
〇
八
年
六
月
に
再
検
討
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
に
報
告
書

が
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
意
義
を
全
体
と
し
て
は
評
価
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
修
正
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。

そ
し
て
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止
法
の
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
へ
の
適
用
を
要
請
し
つ
つ
も
、
同
政
策
を
先
住
民
族
の
理
解
と
関
与
を
高

め
た
う
え
で
継
続
す
る
べ
き
だ
と
提
言
さ
れ
た）（（
（

。
こ
の
報
告
書
は
、
現
地
の
先
住
民
族
が
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
根
強
い
不
信
感
を
抱
い

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
も
と
で
導
入
し
た
措

置
が
人
種
と
い
う
集
団
に
対
す
る
押
し
付
け
で
あ
る
と
固
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
加
え
て
、「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
抱
え
る
問
題
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
一
般
で
広
く
享
受
さ
れ
て
い
る
も
っ
と
も
根
本
的
な
保
健
・
住
宅
・
教
育
・
補
助

的
サ
ー
ビ
ス
が
ア
ボ
リ
ジ
ニ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
提
供
さ
れ
な
い
状
況
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
が
何
十
年
も
放
置
し
て
き
た
こ
と

が
原
因
で
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
人
々
と
文
化
の
み
が
問
題
の
原
因
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
を

不
公
平
だ
と
す
る
強
い
感
情
が
あ
る
」。
こ
う
し
た
わ
だ
か
ま
り
が
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
が
効
果
を
発
揮
す
る
の
を
妨
げ
て
い
る
と
報

告
書
は
指
摘
し
た）（（
（

。
と
り
わ
け
収
入
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
地
区
に
住
む
人
々
す
べ
て
に
一
律
に
適
用
す
る
現
行
の
制
度

が
不
満
や
怒
り
を
招
い
て
い
る
と
し
、
任
意
適
用
に
改
め
る
よ
う
に
提
言
し
た）（（
（

。
ま
た
五
年
間
の
強
制
的
な
土
地
の
借
り
上
げ
に
つ

い
て
は
、
政
府
か
ら
先
住
民
族
共
同
体
に
対
し
て
補
償
金
や
土
地
の
賃
貸
料
が
適
切
に
支
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
人
種
差
別
禁

止
法
の
適
用
除
外
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
重
な
っ
た
こ
と
が
先
住
民
族
の
不
信
感
を
煽
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
改
善
を
呼
び
か
け
た）（（
（

。
ま

た
、
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止
法
の
適
用
除
外
を
解
除
で
き
る
よ
う
に
施
策
を
改
正
す
る
こ
と
を
提
言
し
た）（（
（

。
そ
し
て
先
住
民
族

共
同
体
が
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
良
く
理
解
し
、
適
切
に
関
与
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
強
調
し
た）（（
（

。
い
っ
ぽ
う
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
に
つ
い
て
は
、

再
検
討
委
員
会
の
報
告
書
は
そ
れ
が
遠
隔
地
の
先
住
民
族
に
と
っ
て
ほ
ぼ
唯
一
の
働
き
口
で
あ
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
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Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
の
職
業
訓
練
と
し
て
の
側
面
を
強
化
し
つ
つ
そ
れ
に
代
わ
る
雇
用
を
創
出
す
る
努
力
を
続
け
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
労
働
党
政
権
は
ハ
ワ
ー
ド
保
守
連
合
政
権
に
お
け
る
露
骨
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
露
を
修
正
し
、
先
住
民
族
共
同

体
の
意
見
を
傾
聴
す
る
姿
勢
を
強
調
し
た
。
だ
が
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
自
体
は
、
予
算
を
拡
充
し
つ
つ
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の

結
果
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
正
当
化
す
る
論
理
は
、
先
住
民
族
へ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
背
景
に
し
た
「
緊
急
対
応
」
か
ら
、
北
部
準
州

の
先
住
民
族
が
置
か
れ
た
社
会
経
済
的
に
劣
悪
な
生
活
状
況
の
速
や
か
な
改
善
へ
と
、
そ
の
力
点
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
た
め
に
政
府
が
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
「
格
差
是
正
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
、
連
邦
政
府
と
各
州
・
北
部
準
州
・
首
都
特
別
地
域
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）
政
府
か
ら
構
成
さ
れ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

政
府
会
議
（Council of A

ustralian Governm
ents: CO

A
G

）
は
、「
全
国
先
住
民
族
改
革
協
定
（N

ational Indigenous Reform
 

A
greem

ent: N
IRA

）
を
締
結
し
た
。
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
は
先
住
民
族
と
非
先
住
民
族
間
に
お
け
る
、
平
均
寿
命
、
幼
児
死
亡
率
、
教
育
、

雇
用
な
ど
の
「
格
差
を
是
正
す
る
（Closing the Gap

）」
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、
就
学
前
児
童
教
育
、
学
校
教
育
、
保
健
衛
生
、
健

全
な
住
環
境
、
経
済
的
参
加
、
安
全
な
共
同
体
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
六
つ
の
柱
を
設
定
し
て
施
策
を
整
備
す

る
こ
と
を
目
指
し
た）（（
（

。
と
り
わ
け
北
部
準
州
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
格
差
是
正
」
目
標
の
も
と
で
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
は
二
〇
一
二
年
六

月
ま
で
予
算
を
拡
充
し
つ
つ
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
て
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
の
改
革
を
含
め
た
先
住
民
族
の
雇
用
増
大
策
や
、

ド
ラ
ッ
グ
・
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
予
防
や
リ
ハ
ビ
リ
、
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
警
察
力
の
強
化
な
ど
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
政

府
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
。
ま
た
北
部
準
州
の
先
住
民
族
の
子
ど
も
の
教
育
水
準
の
向
上
策
に
よ
っ
て
、
先
住
民
族
の
教
育
に
お
け

る
格
差
を
是
正
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
乳
幼
児
を
抱
え
る
家
族
や
、
青
少
年
へ
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
も
充
実
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

適
切
な
賃
料
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
批
判
を
浴
び
た
先
住
民
族
の
土
地
の
五
年
間
の
強
制
借
り
上
げ
に
つ
い
て
は
、
政
府
か

ら
先
住
民
族
側
へ
賃
料
を
支
払
う
こ
と
が
改
め
て
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
対
象
と
な
る
土
地
を
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
と
っ
て
必

要
不
可
欠
な
場
所
に
絞
り
込
ん
だ
。
収
入
管
理
制
度
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止
法
の
Ｎ
Ｔ
Ｅ
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Ｒ
政
策
へ
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
先
住
民
族
共
同
体
へ
の
さ
ら
な
る
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
に
関
し
て
は
、
連
邦
政
府
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
、
遠
隔
地
に
住
む
先
住
民
族
の
雇
用
促
進
と
一
体

化
し
、
先
住
民
族
の
人
々
の
勤
労
意
欲
の
向
上
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
を
強
調
す
る
内
容
に
改
革
す
る
案
を
発
表
し
た）（（
（

。
こ
の
改
正

さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
は
二
〇
〇
九
年
七
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
正
当
化
す
る
論
理
は
、「
緊
急
対
応
」
か
ら
「
格
差
是
正
」
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
。「
緊
急
対
応
」

と
同
様
に
「
格
差
是
正
」
と
い
う
論
理
も
、
先
住
民
族
の
置
か
れ
た
社
会
経
済
的
不
利
の
改
善
に
失
敗
し
た
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼

ら
れ
た
自
己
決
定
政
策
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
に
、
す
み
や
か
に
「
成
果
」
を
挙
げ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
し
か
し
先
住
民
族
と

非
先
住
民
族
間
の
経
済
社
会
的
な
「
格
差
是
正
」
と
い
う
目
標
の
達
成
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
︲
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
い
う
社
会
的
に
構

造
化
さ
れ
た
関
係
の
変
革
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
長
期
的
な
先
住
民
族
共
同
体
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
い
う
要
素
が
必
要

で
あ
る
。
ま
た
家
庭
、
教
育
、
雇
用
、
住
宅
、
保
健
衛
生
な
ど
多
様
な
分
野
に
お
け
る
施
策
を
連
関
し
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
「
成
果
」
を
数
量
的
に
測
定
す
る
の
も
容
易
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
先
住
民
族
と
非
先
住
民
族
間
の
格
差
と
は
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
た
社
会
構
造
な
の
で
あ
り
、
そ
の
是
正
に
は
「
時
間
が
か
か
る
」
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、「
格
差
是
正
」
目
標
を
導
入

し
た
連
邦
政
府
自
身
に
よ
っ
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
連
邦
政
府
は
「
特
別
措
置
」
と
し
て
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止

法
の
適
用
を
除
外
さ
れ
て
い
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
改
正
を
目
指
し
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
発
表

し
た）（（
（

。
そ
の
な
か
で
政
府
は
遠
隔
地
の
先
住
民
族
共
同
体
に
お
け
る
治
安
維
持
、
保
健
衛
生
、
雇
用
創
出
、
住
宅
供
給
、
学
校
教
育
、

児
童
福
祉
、
Ｄ
Ｖ
対
策
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ト
ア
の
増
加
な
ど
に
さ
ら
な
る
予
算
を
支
出
す
る
こ
と
で
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
を
「
持
続

可
能
な
発
展
」
を
目
指
す
段
階
へ
と
移
行
さ
せ
る
と
表
明
し
た）（（
（

。
だ
が
、「
持
続
可
能
な
発
展
」
と
い
う
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
は

裏
腹
に
、
連
邦
政
府
は
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
対
す
る
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
、
こ
の
政
策
が
格
差
是
正
と
い
う
「
成
果
」
を
挙
げ
て
い

る
こ
と
を
、
短
期
的
な
数
値
の
変
化
と
し
て
示
す
必
要
が
あ
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
て
連
邦
政
府
は
、
社
会
構
造
の
変
革
と
い
う
長
期
的
な
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視
野
に
立
っ
た
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
短
期
的
で
可
視
的
な
成
果
を
示
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
難
題
に
直
面
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

７　
「
場
所
ベ
ー
ス
」
の
社
会
政
策

　

長
期
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
社
会
構
造
を
、
政
策
に
よ
っ
て
短
期
間
で
目
に
み
え
る
か
た
ち
で
変
化
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
の
難
題

を
解
決
す
る
ひ
と
つ
の
方
策
は
、
そ
の
政
策
が
対
象
と
す
る
「
社
会
」
そ
の
も
の
の
空
間
的
範
囲
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

社
会
学
的
に
は
「
社
会
」
と
い
う
概
念
は
個
人
と
個
人
の
親
密
な
関
係
か
ら
国
境
を
越
え
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
つ
な
が
り
ま
で
、
あ
ら

ゆ
る
範
囲
の
人
的
相
互
作
用
を
包
含
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
福
祉
国
家
理
念
は
「
社
会
」
の
範
囲
を
国
民
社
会
に
限
定
し
、
そ

の
内
部
の
構
成
員
に
平
等
な
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
保
障
を
目
指
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
も
社
会
保
障
・
社
会

福
祉
政
策
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
（
国
民
）
で
あ
れ
ば
誰
で
も
同
じ
よ
う
に
福
祉
を
受
け
ら
れ
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
平
等
主

義
・
普
遍
主
義
を
原
則
と
し
て
き
た）（（
（

。
し
か
し
国
民
社
会
全
体
の
構
造
を
短
期
間
で
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ

な
ら
ば
変
更
す
べ
き
「
社
会
」
の
範
囲
を
よ
り
狭
い
範
囲
に
あ
ら
か
じ
め
限
定
す
る
、
す
な
わ
ち
「
地
域
限
定
」
で
政
策
を
実
施
す

れ
ば
「
目
に
み
え
る
」
変
化
は
比
較
的
得
ら
れ
や
す
く
な
る
。
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
は
開
始
当
初
か
ら
北
部
準
州
と
い
う
「
地
域
限
定
」

の
政
策
で
は
あ
っ
た
が
、
労
働
党
政
権
で
は
特
定
の
「
場
所
」
を
対
象
と
し
て
そ
こ
の
住
民
の
生
活
を
徹
底
的
に
管
理
す
る
こ
と
で

「
格
差
是
正
」
と
い
う
政
策
的
「
成
果
」
を
短
期
間
で
演
出
す
る
と
い
う
傾
向
が
み
て
取
れ
る
。
こ
う
し
て
先
住
民
族
政
策
に
お
け

る
迅
速
か
つ
効
率
的
な
「
成
果
」
の
達
成
と
い
う
時
間
短
縮
の
論
理
は
、
そ
の
た
め
に
先
住
民
族
の
住
む
場
所
を
管
理
す
る
と
い
う

帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　

Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
で
論
議
を
呼
ん
だ
収
入
管
理
制
度
は
、
実
は
北
部
準
州
以
外
で
も
試
行
的
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
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先
述
の
ノ
エ
ル
・
ピ
ア
ソ
ン
が
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
政
府
や
連
邦
政
府
と
の
協
働
の
も
と
に
実
施
し
た
、
先
住
民
族
福
祉
制
度
改

革
の
実
験
で
あ
っ
た
。
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
政
府
と
の
協
働
の
も
と
、
ピ
ア
ソ
ン
は
一
九
九
九
年
か
ら
「
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
・

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（Cape Y

ork Partnership

）」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
し
た
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
は
連
邦
政
府
の
助
成
も
加
わ

り
、
二
〇
〇
三
年
に
は
ピ
ア
ソ
ン
を
所
長
と
し
て
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
政
策
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
研
究
所
（Cape Y

ork Institute for 

Policy and Leadership: CY
I

）
が
設
立
さ
れ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
政
府
が
ピ
ア
ソ
ン
の
試
み
を
法
制
化

し
、
翌
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
期
限
つ
き
で
、
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
地
域
の
四
つ
の
先
住
民
族
共
同
体
に
お
け
る
福
祉
制
度
改
革

の
実
験
が
は
じ
ま
っ
た
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
七
月
に
は
、
ハ
ワ
ー
ド
連
邦
政
権
は
Ｃ
Ｙ
Ｉ
に
対
す

る
助
成
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
北
部
準
州
に
引
き
続
き
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
地
方
に
お
い
て
も
収
入
管
理
制
度
の
試
行
が
始
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
Ｃ
Ｙ
Ｉ
の
実
施
す
る
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
地
方
の
四
か
所
の
先
住
民
族
共
同
体
で
の
試
み
は
、
連
邦
と
州
の
協
働
に
よ
る

「
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
福
祉
改
革
ト
ラ
イ
ア
ル
（Cape Y

ork W
elfare Reform

 T
rial: CY

W
RT

）
と
い
う
福
祉
制
度
改
革
の
実
験
場

に
な
っ
て
い
っ
た）（（
（

。

　

ま
た
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
の
キ
ン
バ
リ
ー
地
方
と
パ
ー
ス
都
市
部
に
お
い
て
も
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
開
始
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
二

〇
〇
八
年
一
一
月
か
ら
収
入
管
理
制
度
が
試
行
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
貧
困
家
庭
に
お
け
る
子
ど
も
の
虐
待
や
育
児
放
棄
か
ら
の
保

護
を
主
眼
と
し
た
収
入
管
理
と
、
貧
困
層
の
希
望
者
が
自
発
的
に
加
入
す
る
収
入
管
理
に
分
か
れ
て
お
り
、
先
住
民
族
だ
け
で
は
な

く
す
べ
て
の
住
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。
こ
の
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
方
式
は
、
後
述
す
る
連
邦
政
府
に
よ
る
収
入
管
理

制
度
の
適
用
範
囲
拡
大
の
際
の
直
接
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た）（（
（

。

　

ピ
ア
ソ
ン
は
、
先
住
民
族
の
若
者
が
貧
困
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
主
流
社
会
に
お
け
る
業
績
主
義
的
競
争
に

勝
ち
残
る
だ
け
の
能
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
家
庭
か
ら
暴
力
を
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
固
い
信

念
を
も
っ
て
い
た）（（
（

。
そ
う
し
た
ピ
ア
ソ
ン
の
思
想
や
実
践
は
当
時
の
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
新
自
由
主
義
的
・
新
保
守
主
義
的
な
姿
勢
と
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親
和
性
が
高
い
と
み
な
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ル
ト
マ
ン
や
ウ
ィ
ル
・
サ
ン
ダ
ー
ス
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
立
案
に
ピ
ア
ソ
ン
の
思

想
や
そ
の
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
地
方
に
お
け
る
実
践
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
論
じ
る）（（
（

。
実
際
、
ケ
ー
プ
・
ヨ
ー
ク
福
祉
改
革
ト
ラ
イ

ア
ル
に
は
同
時
期
に
開
始
さ
れ
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
と
共
通
す
る
部
分
が
多
か
っ
た）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
は
Ｃ
Ｙ
Ｗ
Ｒ
Ｔ
と

と
も
に
、
収
入
管
理
制
度
を
含
む
貧
困
層
向
け
福
祉
制
度
改
革
を
さ
ら
に
進
め
る
実
験
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
あ
っ
た
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る）（（
（

。

　

し
か
し
Ｃ
Ｙ
Ｗ
Ｒ
Ｔ
の
収
入
管
理
制
度
が
あ
く
ま
で
も
先
住
民
族
に
対
す
る
施
策
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
お
け

る
そ
れ
は
単
な
る
先
住
民
族
向
け
社
会
政
策
に
留
ま
ら
な
い
要
素
を
も
ち
始
め
る
。
先
述
の
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
対
す
る
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
発
表
に
と
も
な
い
、
二
〇
〇
九
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
北
部
準
州
各
地
で
、
先
住
民
族
共
同
体
や
そ
の

指
導
者
な
ど
へ
の
政
府
に
よ
る
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
た
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
へ
の
意
見
書
や
コ
ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン
で
出
さ
れ
た
主
張
を
ま
と
め
た
報
告
書
に
は
、
先
住
民
族
の
人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
特
定
の

地
域
に
住
む
先
住
民
族
に
強
制
的
に
適
用
さ
れ
て
き
た
収
入
管
理
制
度
を
ど
う
改
正
す
る
か
が
特
に
大
き
な
論
点
と
な
っ
た）（（
（

。
収
入

管
理
制
度
の
一
部
任
意
化
を
希
望
す
る
声
が
多
数
あ
が
っ
た
が
、
北
部
準
州
の
先
住
民
族
だ
け
で
は
な
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
中
の
す

べ
て
の
人
々
に
対
し
て
収
入
管
理
制
度
を
適
用
す
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
報
告
書
を
読
む
限
り
、
後
者
の
主
張

は
決
し
て
多
数
派
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い）（（
（

。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
で
も
そ
の
よ
う
な
提
案
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た）（（
（

。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
政
府
は
結
果
的
に
こ
の
主
張
を
取
り
入
れ
て
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
変
更
を
提
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
報
告
書
を
受
け
て
、
連
邦
政
府
は
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
改
革
の
方
針
を
発
表
し
た）（（
（

。
そ
し
て
一
九
七

五
年
人
種
差
別
禁
止
法
の
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
へ
の
適
用
除
外
を
解
消
す
る
た
め
の
法
改
正
を
二
〇
一
〇
年
七
月
に
行
い
、
同
年
一
二
月

ま
で
に
同
法
の
適
用
を
目
指
す
こ
と
、
収
入
管
理
制
度
の
「
人
種
別
」
適
用
を
廃
止
し
、
全
国
の
「
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
地
域

（disadvantaged region

）」
に
対
し
て
「
人
種
の
区
別
な
し
に
」
適
用
し
て
い
く
方
針
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
過
去
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六
か
月
間
に
三
か
月
以
上
福
祉
手
当
を
受
給
し
た
一
五
〜
二
四
歳
の
個
人
や
、
過
去
二
年
間
に
一
年
以
上
福
祉
手
当
を
受
け
た
二
五

歳
以
上
の
個
人
、
さ
ら
に
児
童
保
護
局
や
セ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
指
定
さ
れ
た
者
に
は
、
人
種
の
区
別
に
関

わ
ら
ず
収
入
管
理
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
特
定
の
種
類
の
公
的
年
金
を
受
給
す
る
高
齢
者
も
収
入
管
理
制
度
の

対
象
と
な
っ
た
（
た
だ
し
、
一
定
の
条
件
の
も
と
で
制
度
の
適
用
は
免
除
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
）。
そ
し
て
、
ま
ず
は
全
国
で
も
っ
と

も
深
刻
な
「
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
共
同
体
（disadvantaged com

m
unities

）」
が
集
中
し
て
い
る
と
さ
れ
た
北
部
準
州
全

域
で
、
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
収
入
管
理
制
度
を
適
用
し
て
い
く
方
針
が
示
さ
れ
た）（（
（

。
こ
れ
ら
の
福
祉
改
革
は

「
破
壊
的
で
、
世
代
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
る
受
動
的
福
祉
の
サ
イ
ク
ル
」
の
打
破
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
謳
わ
れ
た）（（
（

。
そ
し
て

収
入
管
理
制
度
は
北
部
準
州
の
先
住
民
族
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
施
策
に
な
る
た
め
、
も
は
や
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
は
含
ま
れ
な
い
と

い
う
見
解
が
表
明
さ
れ
た）（（
（

。
こ
う
し
て
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
か
ら
、
一
九
七
五
年
人
種
差
別
禁
止
法
が
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、「
将
来
、
全
国
各
地
の
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
た
地
域
に
収
入
管
理
制
度
を
適
用
し
て
い
く

た
め
の
第
一
歩
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た）（（（
（

。
先
住
民
族
と
い
う
「
人
」
を
選
別
し
て
対
象
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
一

部
と
し
て
開
始
さ
れ
た
収
入
管
理
制
度
は
、
特
定
の
「
場
所
」
を
対
象
と
し
、
そ
の
内
部
の
す
べ
て
の
住
民
を
対
象
と
す
る
「
場
所

ベ
ー
ス
（place-based

））
（（（
（

」
の
社
会
政
策
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
収
入
管
理
制
度
は
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
制
度
的
に
は
先
住
民
族
政
策
と
は
切
り
離
さ
れ
、
北

部
準
州
以
外
の
地
域
に
も
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
二
〇
一
二
年
七
月
よ
り
、
収
入
管
理
制
度
の
適
用
対
象
は
北
部
準
州
以
外
の
地
域

に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
そ
れ
は
従
来
の
全
国
一
律
の
社
会
福
祉
政
策
を
改
め
、
問
題
が
集
積
す
る
地
域
に
対
し
て
特
別
な

施
策
を
講
じ
る
と
い
う
社
会
福
祉
改
革
の
方
針
の
一
環
で
あ
る
と
さ
れ
た
。「
失
業
が
ひ
と
つ
の
生
き
方
に
な
っ
て
い
る
世
帯
」
が

多
い
地
域
で
も
「
働
け
る
人
々
は
、
経
済
・
社
会
的
な
参
加
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を
得
る
機
会
を
も
つ
べ
き
」
で
あ
り
、「
政

府
は
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
支
援
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
し
、
政
府
、
財
界
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
新
た
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な
連
携
を
創
り
だ
す
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る）（（（
（

。
こ
う
し
た
改
革
の
主
な
対
象
と
な
っ
た
の
は
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
バ
ン
ク
ス
タ
ウ

ン
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
の
ロ
ー
ガ
ン
お
よ
び
ロ
ッ
ク
ハ
ン
プ
ト
ン
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
州
プ
レ
イ
フ
ォ
ー
ド
、
ビ
ク
ト
リ
ア

州
シ
ェ
パ
ー
ト
ン
と
い
う
「
住
民
の
多
く
が
非
常
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
み
な
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た）（（（
（

。
こ
う
し
た

地
域
に
お
い
て
収
入
管
理
制
度
は
「
強
制
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
が
、
児
童
保
護
を
担
当
す
る
行
政
機
関
や
セ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
の

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
に
児
童
虐
待
と
認
定
さ
れ
た
り
、
金
銭
的
に
育
児
負
担
を
賄
え
な
い
と
み
な
さ
れ
た
保
護
者
に
収
入
管

理
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
や
心
の
病
気
を
患
っ
て
い
る
人
な
ど
に
も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
が
判
断
す
れ
ば
収
入
管
理
制
度
が
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

８　
「
場
所
」
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化

　

収
入
管
理
制
度
の
こ
う
し
た
変
更
は
、
人
種
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
問
わ
ず
経
済
社
会
的
に
脆
弱
な
立
場
に
置
か
れ
た
人
々
が
多
い

特
定
の
「
場
所
」
を
対
象
と
す
る
と
さ
れ
、
か
つ
て
の
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
お
け
る
よ
う
な
一
律
強
制
適
用
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ

れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
貧
困
者
へ
の
支
援
を
担
当
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
が
必
要
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
収
入
管

理
制
度
の
適
用
を
勧
め
ら
れ
、
当
事
者
が
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
は
実
質
的
に
難
し
い）（（（
（

。
そ
し
て
貧
困
層
の
な
か
で
も
先
住
民
族
や
、

や
は
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
社
会
経
済
的
に
低
い
地
位
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
非
英
語
系
移
民
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
陥

り
や
す
い
。
そ
の
結
果
、「
非
差
別
的
」
と
さ
れ
た
収
入
管
理
制
度
の
対
象
に
は
、
実
際
に
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
多

く
な
り
が
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に
収
入
管
理
制
度
の
適
用
地
域
が
「
福
祉
依
存
」
に
陥
り
や
す
い
人
々
が
多
数
存
在
す
る
地
域
で
あ
る

と
名
指
し
さ
れ
る
こ
と
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
住
地
域
を
ま
す
ま
す
ス
テ
ィ
グ
マ
化
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
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８
︲
１　

Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
か
ら
Ｓ
Ｆ
政
策
へ

　

北
部
準
州
は
、
全
豪
の
州
や
準
州
の
な
か
で
先
住
民
族
人
口
の
人
口
に
占
め
る
割
合
が
突
出
し
て
高
い）（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
連
邦
政
府
の

主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
入
管
理
制
度
の
拡
大
や
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
継
続
が
特
定
の
地
域
に
住
む
先
住
民
族
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ

マ
︱
︱
福
祉
依
存
者
、
Ｄ
Ｖ
や
性
犯
罪
に
関
与
し
や
す
い
人
々
、
子
ど
も
を
養
育
す
る
能
力
の
な
い
人
々
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
貼
り

︱
︱
を
助
長
し
、
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
二
〇
一
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
族
医

師
協
会
（A

ustralian Indigenous D
octorʼs A

ssociation: A
ID

A

）
の
報
告
書
は
、
こ
う
し
た
ス
テ
ィ
グ
マ
が
政
策
が
先
住
民
族
共

同
体
に
長
期
的
な
悪
影
響
を
与
え
る
と
主
張
し
た
。
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
が
先
住
民
族
共
同
体
の
人
々
に
与
え
る
健
康
上
の
影
響

（health im
pact

）
が
検
討
さ
れ
た
こ
の
報
告
書
で
は
、「
健
康
」
を
①
身
体
的
健
康
（physical health

）、
②
心
理
的
健
康

（psychological health

）、
③
社
会
的
健
康
と
福
祉
（social health and w

ell-being

）、
④
精
神
性
（spirituality

）、
⑤
文
化
的
健

全
性
（cultural integrity

）
の
五
つ
の
側
面
か
ら
定
義
し
た）（（（
（

。
こ
の
う
ち
③
は
、
先
住
民
族
共
同
体
が
過
去
の
同
化
政
策
や
植
民
地

化
の
影
響
か
ら
、
高
い
失
業
・
貧
困
率
、
低
い
教
育
達
成
、
劣
悪
な
生
活
環
境
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
も
の
で
あ
り
、

先
住
民
族
の
た
め
に
新
規
に
建
て
ら
れ
た
住
宅
の
数
や
品
質
、
学
校
や
教
師
の
数
、
雇
用
機
会
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
、

先
住
民
族
の
社
会
的
健
康
が
向
上
し
た
か
ど
う
か
の
指
標
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
人
々
の
社
会
的
健
康
と
福
祉
の
あ
り
方
は
、

人
々
が
ど
れ
だ
け
自
分
自
身
の
生
活
や
、
自
分
の
属
す
る
社
会
の
望
ま
し
い
あ
り
方
を
自
己
決
定
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
も

指
摘
さ
れ
、
人
々
の
個
人
的
・
集
団
的
自
律
や
社
会
的
包
摂
の
機
会
、
社
会
的
な
決
定
に
対
す
る
参
加
の
度
合
い
が
先
住
民
族
の
社

会
的
福
祉
を
評
価
す
る
指
標
と
さ
れ
た）（（（
（

。
ま
た
④
に
つ
い
て
は
、
先
住
民
族
の
世
界
観
や
伝
統
的
知
識
・
価
値
観
が
承
認
さ
れ
、
政

策
の
立
案
や
遂
行
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
⑤
に
関
し
て
は
、
先
住
民
族
の
文
化
継
承
に
と
っ
て
重
要
な
土
地
権
や
先
住
権
原
、
教

育
や
共
同
体
の
運
営
に
関
す
る
自
己
決
定
、
文
化
の
保
全
や
発
展
の
た
め
の
施
設
な
ど
が
充
実
し
て
い
る
か
が
評
価
の
対
象
と
な
っ
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た
）
（（（
（

。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
報
告
書
で
は
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
つ
い
て
の
評
価
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
は
短

期
的
に
は
先
住
民
族
共
同
体
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
や
教
育
環
境
の
改
善
や
貧
困
、
Ｄ
Ｖ
、
性
犯
罪
の
抑
制
に
寄
与
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
長
期
的
に
は
先
住
民
族
の
健
康
や
福
祉
に
か
え
っ
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
。
と
り
わ
け
、
Ｎ
Ｔ

Ｅ
Ｒ
政
策
が
先
住
民
族
が
自
分
た
ち
の
共
同
体
を
自
律
し
て
統
治
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
福
祉
依
存
者
、
犯
罪
者
、
社
会
的
不
適
応
者

と
い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
が
か
れ
ら
に
無
力
感
や
屈
辱
感
を
も
た
ら
し
、
自
律
す
る
力
を
奪
っ
て
い
る
と
強
く
非

難
さ
れ
た）（（（
（

。
そ
し
て
先
住
民
族
に
と
っ
て
の
健
康
と
福
祉
に
は
先
住
民
族
の
文
化
の
尊
重
と
人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
保
障
が
不
可
欠

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
先
住
民
族
指
導
者
と
政
府
と
が
お
互
い
を
尊
重
し
た
協
働
関
係
を
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
さ
れ

た
）
（（（
（

。

　

こ
の
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ａ
の
報
告
書
の
予
測
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
に
入
る
と
北
部
準
州
の
先
住
民
族
、
特
に
若
者
の
自
殺
者

の
多
さ
が
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
た）（（（
（

。
先
住
民
族
の
あ
い
だ
で
自
殺
者
が
多
い
こ
と
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
二
年

三
月
に
発
表
さ
れ
た
北
部
準
州
議
会
の
調
査
委
員
会
の
報
告
書
で
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
開
始
以
降
も
先
住
民
族
の
自
殺
者
は
引
き

続
き
増
加
傾
向
に
あ
り
、
先
住
民
族
の
若
者
の
自
殺
者
も
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た）（（（
（

。
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
実
施
と
自

殺
者
の
増
加
に
相
関
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
自
殺
の
増
加
を
抑
制
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

同
報
告
書
は
先
住
民
族
の
自
殺
を
増
大
さ
せ
る
要
因
と
し
て
、
地
理
的
に
孤
立
し
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
こ
と
や
高
い
失
業
率
、
教

育
を
受
け
る
機
会
の
劣
悪
さ
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
先
住
民
族
に
は
心
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
人
々
が
多
い
が
、
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
や
治
療
の
機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る）（（（
（

。

　

Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
は
二
〇
一
二
年
七
月
か
ら
一
〇
年
間
、「
よ
り
強
い
未
来
（Stronger Futures: SF

）」
政
策
と
改
名
さ
れ
て
継
続

す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
そ
の
際
、
連
邦
政
府
は
子
ど
も
を
学
校
に
行
か
せ
な
い
先
住
民
族
の
親
に
対
し
て
は
福
祉
給
付
を
制
限
す
る
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方
針
を
示
し
た）（（（
（

。
こ
の
よ
う
な
、
福
祉
給
付
を
使
っ
て
先
住
民
族
の
生
活
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け

る
議
論
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
北
部
準
州
の
先
住
民
族
を
対
象
と
し
た
あ
る
調
査
で
は
、
先
住
民
族
の
大
人
た
ち
は
子
ど
も
に
教
育

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
が
、
先
住
民
族
の
子
ど
も
の
不
登
校
に
は
親
の
教
育
の
問
題
だ
け
で
は

な
く
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
、
親
に
対
す
る
懲
罰
的
な
措
置
に
子
ど
も
の
不
登
校
を
減
ら
す
効
果
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
は
疑
わ
し

い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
懲
罰
的
な
手
法
に
代
わ
り
、
先
住
民
族
共
同
体
が
自
分
た
ち
自
身
の
課
題
に
対
処
で
き
る
力
を

つ
け
さ
せ
る
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た）（（（
（

。

８
︲
２　

バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
に
お
け
る
収
入
管
理
制
度
導
入
反
対
運
動

　

い
っ
ぽ
う
北
部
準
州
以
外
で
収
入
管
理
制
度
が
適
用
さ
れ
た
先
述
の
五
つ
の
地
域
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
な
か
で
は
住
民
に
占
め

る
先
住
民
族
あ
る
い
は
非
英
語
系
移
民
の
割
合
が
比
較
的
高
い）（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
実
際
に
収
入
管
理
制
度
の

対
象
に
な
る
人
々
に
も
先
住
民
族
や
非
英
語
系
移
民
の
貧
困
層
が
多
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
う
し
た
人
々
に
対
す
る
「
自
立
で
き

な
い
人
々
」
と
い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
が
収
入
管
理
制
度
の
導
入
に
よ
り
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
起
こ
っ

た
の
が
、
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
地
区
に
お
け
る
収
入
管
理
制
度
導
入
反
対
運
動
で
あ
っ
た
。
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
は
非
英
語
系
、

と
り
わ
け
ア
ラ
ブ
系
住
民
が
集
住
す
る
地
区
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
収
入
管
理
制
度
導
入
反
対
運
動
の
は
じ
ま
り
は
、
北
部
準
州

に
お
け
る
収
入
管
理
制
度
に
反
対
し
て
い
た
Ｎ
Ｓ
Ｗ
州
の
市
民
運
動
グ
ル
ー
プ
が
、
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
の
ア
ラ
ブ
系
エ
ス
ニ
ッ
ク
組

織
の
指
導
者
と
知
り
合
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た）（（（
（

。
二
〇
一
二
年
七
月
に
収
入
管
理
制
度
の
導
入
が
決
ま
っ
た
地
域
の
う
ち
、

バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
以
外
の
地
域
で
は
制
度
導
入
前
に
地
元
の
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
大
き
な
反
対
運
動
は
起
き
て
い
な
い
。
運
動
の
主

導
者
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
で
反
対
運
動
が
起
こ
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
同
地
に
は
も
と
も
と
非
英
語
系
移
民
の
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エ
ス
ニ
ッ
ク
組
織
や
支
援
団
体
間
の
強
固
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
、
政
府
へ
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
た
こ
と

が
あ
る
。
実
際
、
主
導
者
の
ひ
と
り
は
州
内
の
移
民
・
難
民
定
住
支
援
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
団
体
の
代
表
を
務
め
て
い
た
。
さ
ら

に
ア
ラ
ブ
系
エ
ス
ニ
ッ
ク
組
織
の
指
導
者
と
州
の
労
働
組
合
組
織
と
の
連
携
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
運
動
の
主
導
者
の
な
か
に
Ｎ

Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
に
反
対
す
る
運
動
を
行
っ
て
き
た
研
究
者
兼
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
が
お
り
、
そ
の
人
物
を
つ
う
じ
て
北
部
準
州
の
先
住
民

族
共
同
体
と
の
連
携
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た）（（（
（

。
い
っ
ぽ
う
で
、
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
周
辺
に
住
む
先

住
民
族
は
、
運
動
に
は
参
加
す
る
も
の
の
主
導
的
立
場
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
に
お
け
る
収
入

管
理
制
度
反
対
運
動
は
、
少
な
く
と
も
開
始
当
初
に
お
い
て
は
先
住
民
族
で
は
な
く
非
英
語
系
移
民
や
そ
の
支
援
者
が
主
体
の
運
動

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
や
が
て
指
導
者
ら
の
呼
び
か
け
に
対
し
、
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
周
辺
で
活
動
す
る
四
〇
あ
ま
り
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
組
織
や
移
民
定
住
支
援
団
体
（
そ
の
多
く
は
、
非
英
語
系
移
民
の
ワ
ー
カ
ー
を
中
心
に
運
営
さ
れ
て
い
る
）
が
賛
同
し
て
運
動
は
発
展

し
、
政
府
へ
の
公
開
質
問
状
や
署
名
集
め
、
集
会
や
デ
モ
な
ど
が
行
わ
れ
た）（（（
（

。

　

反
対
運
動
の
主
導
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
収
入
管
理
制
度
は
名
目
上
は
強
制
で
は
な
く
任
意
適
用
に
な
っ
た
が
、
支
援
が
必
要
な
住

民
を
担
当
す
る
セ
ン
タ
ー
リ
ン
ク
の
ワ
ー
カ
ー
が
そ
れ
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
、
実
質
的
に
は
強
制
の
要
素
が
避

け
ら
れ
な
い
。
な
お
か
つ
、
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
に
お
い
て
福
祉
給
付
を
受
け
て
い
る
人
々
に
は
非
英
語
系
住
民
や
先
住
民
族
が
多
い
。

そ
れ
ゆ
え
収
入
管
理
制
度
は
結
果
的
に
こ
う
し
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
ス
テ
ィ
グ
マ
を
助
長
し
て
し
ま
う
と
い

う
。
だ
が
、
そ
れ
と
と
も
に
運
動
の
主
導
者
た
ち
が
懸
念
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
制
度
の
導
入
に
よ
り
「
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
」
と
い

う
地
名
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
さ
ら
に
悪
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
元
来
、
ア
ラ
ブ
系
住
民
の
多
い
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
は
、
貧
困

や
犯
罪
が
多
い
場
所
と
い
っ
た
否
定
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
も
た
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
へ
の
収
入
管
理
制
度
の

導
入
に
大
き
な
反
発
が
起
き
な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に
も
あ
る
と
反
対
運
動
の
主
導
者
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
で

は
多
く
の
人
々
が
こ
う
し
た
否
定
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
変
え
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
が
、
収
入
管
理
制
度
の
導
入
が
地
元
の
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意
見
を
十
分
に
聞
く
こ
と
な
く
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
努
力
に
水
を
差
す
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
収
入
管
理
制
度
の
導
入

に
よ
り
、
バ
ン
ク
ス
タ
ウ
ン
が
福
祉
依
存
者
や
社
会
的
不
適
応
者
の
住
む
場
所
と
し
て
ま
す
ま
す
ス
テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
、
反
対
運
動
の
主
導
者
た
ち
は
表
明
し
た）（（（
（

。

９　

お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
族
政
策
の
変
化
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
を
正
当
化
す
る
言
説
の
な
か
に
時
間
短
縮
の
論
理
が
ど
の
よ
う
に
組
み
込

ま
れ
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
例
分
析
の
結
果
、
こ
う
し
た
時
間
短
縮
の
論
理
と
場
所
管
理
の
技
法

の
連
関
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
稿
で
得
ら
れ
た
知
見
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
命
題
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

①
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
直
面
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
構
造
化
さ
れ
て
き
た
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
‐
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
関
係
に
起
因
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
是
正
に
は
長
期
的
な
取
り
組
み
が
必
要
な
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
政

策
決
定
過
程
に
お
け
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
力
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
「
時
間
が
か
か
り
す
ぎ

る
」
と
さ
れ
、
よ
り
「
短
期
間
」
で
目
に
見
え
る
変
化
を
起
こ
す
と
い
う
意
味
で
の
「
成
果
重
視
」
の
政
策
に
対
す
る
支
持
が
高

ま
り
が
ち
に
な
る
。

②
こ
う
し
た
「
成
果
重
視
」
の
論
理
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
価
値
観
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

「
緊
急
対
応
」
と
い
う
政
策
の
正
当
化
の
論
理
が
台
頭
し
う
る
。
そ
の
結
果
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
当
事
者
の
権
利
や
民
主
的
関
与
を

軽
視
し
た
急
激
な
制
度
変
更
が
可
能
と
な
る
。

③
し
か
し
「
緊
急
対
応
」
の
論
理
は
「
非
常
事
態
」
と
い
う
政
府
の
状
況
判
断
が
世
論
に
支
持
さ
れ
て
い
る
期
間
の
み
正
当
性
を
も
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つ
た
め
、
長
続
き
し
な
い
。
そ
こ
で
政
府
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
︲
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
間
の
「
格
差
の
是
正
」
と
い
う
目
標
を
「
緊
急
対

応
」
に
代
わ
っ
て
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
、
政
策
の
正
当
性
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
社
会
構
造
の
変
革

を
と
も
な
う
長
期
的
取
り
組
み
が
不
可
欠
な
「
格
差
是
正
」
と
い
う
目
標
の
「
短
期
的
で
目
に
見
え
る
成
果
」
を
、
世
論
に
対
し

て
絶
え
ず
提
示
し
つ
づ
け
る
と
い
う
難
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

④
こ
の
難
題
を
解
消
す
る
た
め
に
、
政
策
の
対
象
と
な
る
空
間
を
あ
ら
か
じ
め
限
定
し
、
そ
こ
を
徹
底
的
に
管
理
す
る
こ
と
で
目
に

見
え
る
「
成
果
」
を
演
出
す
る
、「
場
所
ベ
ー
ス
」
の
社
会
政
策
が
選
択
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
る
。
こ
う
し
た
社
会
政
策
は
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
属
性
を
も
っ
た
個
人
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
場
所
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
た
め
「
非
差
別

的
」
で
あ
る
と
正
当
化
さ
れ
や
す
い
。

⑤
し
か
し
、
こ
の
「
場
所
ベ
ー
ス
」
の
社
会
政
策
は
、
そ
の
適
用
対
象
を
「
自
立
で
き
な
い
人
々
」「
社
会
的
に
適
応
で
き
な
い

人
々
」
の
住
む
場
所
と
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
化
し
て
し
ま
う
（
あ
る
い
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
ス
テ
ィ
グ
マ
が
付
与
さ
れ
た
場
所
に

導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
強
化
し
て
し
ま
う
）。
と
り
わ
け
そ
れ
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
集
住
地
区
に
適
用

さ
れ
た
場
合
、
そ
こ
に
住
む
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
ス
テ
ィ
グ
マ
化
と
排
除
を
助
長
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
命
題
は
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
で
行
っ
た
事
例
分
析
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
は
い
え
日
本
を
含
め
た
他
の
先
進
諸
国
で
も
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
対
す
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革
圧
力
は
遍
在
し
て
お
り
、「
成
果
重
視
」「
緊
急
対

応
」「
格
差
是
正
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
成
果
重
視
」
と
い
う
時
間
短
縮
の
論
理
と

「
場
所
ベ
ー
ス
」
と
い
う
管
理
の
技
法
が
結
び
つ
い
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
管
理
が
厳
格
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た

な
ス
テ
ィ
グ
マ
化
や
排
除
が
生
じ
る
可
能
性
を
示
し
た
本
稿
で
の
知
見
を
、
他
国
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
政
策
の

事
例
に
よ
っ
て
検
証
し
て
い
く
意
義
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
本
稿
で
は
、
先
住
民
族
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
と
し
て
始
ま
っ
た
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
が
、
非
︲
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先
住
民
族
を
も
包
含
す
る
「
場
所
ベ
ー
ス
」
の
社
会
政
策
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は

そ
う
し
た
場
所
に
住
む
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
主
要
な
政
策
の
対
象
で
あ
り
続
け
る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
「
人
」
か
ら
、
特
定
の
「
場
所
」
に
向
け
た
政
策
へ
と
い
う
転
換
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
こ

う
し
た
政
策
転
換
は
、
先
住
民
族
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
歴
史
的
・
社
会
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
不
公
正

な
社
会
構
造
の
存
在
に
対
す
る
政
府
の
責
任
を
あ
い
ま
い
に
し
か
ね
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
被
る

苦
難
が
「
自
己
責
任
」
と
さ
れ
、
さ
ら
な
る
社
会
的
排
除
が
助
長
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
が
今
後
の
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
の
社
会
政
策
の
な
か
で
顕
在
化
し
て
い
く
か
ど
う
か
、
Ｓ
Ｆ
政
策
や
収
入
管
理
制
度
、「
格
差
是
正
」
目
標
の
展
開
を
含

め
て
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。　
　

（
1
）　

本
稿
で
は
「
場
所
（place
）」
と
「
空
間
（space

）」
を
区
別
し
て
用
い
る
。「
場
所
」
と
は
人
々
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
空

間
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
人
々
に
よ
っ
て
日
常
化
さ
れ
た
空
間
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
も
参
照
。Perkins, H

arvey C. and D
avid 

C. T
horns, 2012, Place, Identity and E

veryday Life in a G
lobalizing W

orld. N
Y

: Palgrave M
acm

illan.

（
2
）　

ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
（
吉
原
直
樹
監
訳
）『
社
会
を
越
え
る
社
会
学
︱
移
動
・
環
境
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』（
新
装
版
）
法
政
大
学
出

版
局
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
七
︱
二
三
〇
頁
。

（
3
）　

山
崎
望
『
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
︱
暴
力
と
排
除
に
抗
し
て
』
有
信
堂
、
二
〇
一
二
年
、
九
︱
三
五
頁
。

（
（
）　

本
稿
で
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
、
資
本
主
義
市
場
経
済
の
拡
大
と
と
も
に
国
境
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
境
界
が
ゆ
ら
ぎ
、
世
界
中

で
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
相
互
浸
透
・
相
互
依
存
が
進
行
す
る
過
程
と
定
義
す
る
。
塩
原
良
和
『
共
に
生
き
る
︱
多
民
族
・
多
文

化
社
会
に
お
け
る
対
話
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
、
六
五
頁
も
参
照
。

（
5
）　

ア
ー
リ
前
掲
書
、
二
一
八
︱
二
二
九
頁
。

（
6
）　

本
稿
で
は
「
自
律
」
をself-determ

ination

の
訳
語
と
し
て
用
い
、self-reliance

（
自
活
・
自
立
）
と
は
区
別
し
て
用
い
る
。
後

者
が
、
主
に
経
済
的
に
他
者
に
依
存
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
個
人
が
自
分
の
意
思
で
決
定
で
き
る
こ
と
を
強
調
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し
て
い
る
。
た
だ
し
英
語
に
お
い
て
も
日
本
語
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
術
語
は
あ
ま
り
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

マ
ー
サ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
（
穐
田
信
子
・
速
水
葉
子
訳
）『
ケ
ア
の
絆
︱
自
律
神
話
を
超
え
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
五
頁

も
参
照
。

（
7
）　

Ｇ
．
エ
ス
ピ
ン
︲
ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
岡
沢
憲
芙
・
宮
本
太
郎
監
訳
）『
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
︱
比
較
福
祉
国
家
の
理
論
と

動
態
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。

（
8
）　

武
川
正
吾
『
政
策
志
向
の
社
会
学
︱
福
祉
国
家
と
市
民
社
会
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
、
四
六
︱
四
七
頁
。

（
（
）　

同
右
、
七
八
︱
七
九
頁
。

（
10
）　

本
稿
で
は
新
自
由
主
義
（
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
適
応
す
る
た
め
の
国
家
に
よ
る
規
制
緩
和
・
市
場

主
導
の
経
済
社
会
改
革
志
向
と
、
国
家
の
所
得
再
分
配
機
能
を
低
下
さ
せ
る
社
会
福
祉
政
策
の
抑
制
傾
向
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
、

個
人
の
自
己
責
任
を
強
調
す
る
価
値
規
範
と
定
義
す
る
。
新
自
由
主
義
に
は
、
企
業
に
と
っ
て
最
適
な
労
働
力
の
再
配
置
を
実
現
す
る
た

め
の
雇
用
条
件
の
柔
軟
化
や
、
国
境
を
越
え
た
労
働
力
移
動
の
自
由
化
を
求
め
る
傾
向
も
あ
る
。

（
11
）　

塩
原
二
〇
一
二
年
前
掲
書
、
一
〇
〇
︱
一
〇
九
頁
。

（
12
）　H

arvey, D
avid, 200（, Cosm

opolitanism
 and the G

eographies of Freedom
. N

ew
 Y

ork: Colum
bia U

niversity Press, 
pp. 51-76.

（
13
）　

塩
原
良
和
『
変
革
す
る
多
文
化
主
義
へ
︱
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
展
望
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
、
四
七
︱
八
一
頁
。

（
1（
）　

テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ
ス
＝
鈴
木
『
批
判
的
想
像
力
の
た
め
に
︱
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
日
本
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
三
一
︱

二
六
七
頁
。

（
15
）　

近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。Lentin, A

rena and Gavan T
itley, 2011, T

he Crises of M
ulticulturalism

: 
R

acism
 in a N

eoliberal A
ge. London/N

Y
: Zed Books.

（
16
）　

塩
原
二
〇
一
二
年
、
二
〇
一
〇
年
前
掲
書
、
お
よ
び
塩
原
良
和
『
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
時
代
の
多
文
化
主
義
︱
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
ン
・
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
の
変
容
』
三
元
社
、
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
17
）　

近
年
の
日
本
政
治
の
な
か
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
「
ス
ピ
ー
ド
感
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
う
し
た
成
果
重
視
と
効
率
性
の
言
説
の

表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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（
18
）　

筆
者
が
以
前
分
析
し
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
移
民
定
住
支
援
政
策
に
お
け
るSettlem

ent Grants Program
 (SGP)

の
導
入
の

経
緯
に
お
い
て
も
、
成
果
重
視
と
効
率
性
と
い
う
正
当
化
の
論
理
が
強
調
さ
れ
て
い
た
（
塩
原
二
〇
一
〇
年
前
掲
書
、
六
八
︱
七
三
頁
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
筆
者
が
行
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
移
民
省
（D

epartm
ent of Im

m
igration and Citizenship: 

D
IA

C

）
の
Ｓ
Ｇ
Ｐ
担
当
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
も
確
認
で
き
た
（
二
〇
一
三
年
三
月
六
日
、
キ
ャ
ン
ベ
ラ
に
て
聞
き
取
り
）。

（
1（
）　W

oodliff, Sally, 2012, 

“The N
orthern T

erritory Em
ergency Response: T

he U
nsurprising Failure of Sim

plistic 
M

easures A
ddressing Com

plex Problem
s,

” Journal of A
ustralian Indigenous Issues 15 (3), pp. 66-80.

（
20
）　

塩
原
二
〇
一
二
年
前
掲
書
、
三
四
︱
六
四
頁
。

（
21
）　

上
村
英
明
『
先
住
民
族
︱
「
コ
ロ
ン
ブ
ス
」
と
闘
う
人
び
と
の
歴
史
と
現
在
』
解
放
出
版
社
、
一
九
九
二
年
を
参
照
。

（
22
）　M

addison, Sarah, 200（, Black Politics: Inside the Com
plexity of A

borginal Political Culture. Crow
s N

est N
SW

: 
A

llen and U
nw

in, pp. （-7.

（
23
）　

細
川
弘
明
「
先
住
権
の
ゆ
く
え
︱
マ
ボ
論
争
か
ら
ウ
ィ
ッ
ク
論
争
へ
」
西
川
長
夫
ほ
か
編
『
多
文
化
主
義
・
多
言
語
主
義
の
現
在
︱

カ
ナ
ダ
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
そ
し
て
日
本
』
人
文
書
院
、
一
九
九
七
年
、
一
八
四
︱
一
八
五
頁
。

（
2（
）　

鎌
田
真
弓
「
多
文
化
主
義
の
新
展
開
︱
先
住
民
族
と
の
『
和
解
』」『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
』
13
号
、
二
〇
〇
一
年
、
五
一
︱
五
二 

頁
。

（
25
）　

鎌
田
真
弓
「
国
民
国
家
の
ア
ボ
リ
ジ
ニ
」
小
山
修
三
・
窪
田
幸
子
編
『
多
文
化
国
家
の
先
住
民
︱
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ア
ボ
リ
ジ
ニ

の
現
在
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
六
︱
一
三
八
頁
。

（
26
）　

細
川
前
掲
論
文
、
一
七
八
頁
。

（
27
）　

鎌
田
二
〇
〇
二
年
前
掲
論
文
、
一
四
二
︱
一
四
四
頁
。
上
村
前
掲
書
、
一
三
二
︱
一
七
八
頁
。

（
28
）　

ア
リ
ソ
ン
・
マ
ク
レ
ラ
ン
／
ポ
ー
ル
・
ス
ミ
ス
編
（
新
潟
青
陵
大
学
ワ
ー
ク
フ
ェ
ア
研
究
会
訳
）『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
社

会
政
策
︱
社
会
実
践
の
た
め
の
基
礎
知
識
』
第
一
法
規
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
五
︱
一
四
八
頁
。

（
2（
）　

鎌
田
二
〇
〇
二
年
前
掲
論
文
、
一
三
八
頁
。

（
30
）　K

ow
al, Em

m
a, 2008, 

“The Politics of the Gap: Indigenous A
ustralians, Liberal M

ulticulturalism
, and the End of 

the Self-D
eterm

ination Era,

” Am
erican A

nthropologist 110 (3), p. 33（.
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（
31
）　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。Sharp, A

riand and T
om

 A
rup, 

“UN
 says A

boriginal H
ealth Conditions W

orse than 
T

hird W
orld,

” Sydney M
orning H

erald, D
ecem

ber 5, 200（.
（
32
）　K

ow
al, Em

m
a, 2012, 

“Responsibility, N
oel Pearson and Indigenous D

isadvantage in A
ustralia,

” Ghassan H
age 

and Robyn Eckersley (eds.) R
esponsibility. Carlton V

ic: M
elbourne U

niversity Press, pp. （3-56.

（
33
）　M

addison, op. cit., pp. 2（-（3.

（
3（
）　Pusey, M

ichael, 1（（1, E
conom

ic R
ationalism

 in Canberra: A
 N

ation-Building State Changes Its M
ind. Carlton 

V
ic: M

elbourne U
niversity Press.

（
35
）　M

addison, op. cit., pp. 2（-（3.

（
36
）　Ibid., pp. 7-12.

（
37
）　D

odson, Patrick, 2007, 
“Whatever H

appened to Reconciliation?,

” Jon A
ltm

an and M
elinda H

inkson (eds.) 
C

oercive R
econciliation: Stabilise, N

orm
alise, E

xit A
boriginal A

ustralia. N
orth Carlton: A

rena Publishing 
A

ssociation, p. 26.

（
38
）　

飯
笹
佐
代
子
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
多
文
化
国
家
︱
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
読
み
解
く
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一

一
五
頁
。

（
3（
）　

鎌
田
二
〇
〇
一
年
前
掲
論
文
、
五
三
︱
五
四
頁
。
ガ
ッ
サ
ン
・
ハ
ー
ジ
（
塩
原
良
和
訳
）『
希
望
の
分
配
メ
カ
ニ
ズ
ム
︱
パ
ラ
ノ
イ

ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
九
︱
一
二
一
頁
。

（
（0
）　

も
っ
と
も
ハ
ワ
ー
ド
政
権
期
に
先
住
民
族
と
非
先
住
民
族
国
民
の
格
差
が
劇
的
に
縮
小
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
住
民
族
政

策
は
混
乱
し
、
放
置
さ
れ
て
い
た
と
ド
ッ
ト
ソ
ン
は
主
張
す
る
（D

odson, op. cit., pp. 26-27

）。

（
（1
）　Pearson,N

oel, 2003, O
ur R

ight to T
ake R

esponsibility. M
elbourne: Institute of Public A

dm
inistration A

ustralia, 
pp. 2-3.

（
（2
）　Ibid., pp. 5-7.

（
（3
）　Ibid., p. 8.

（
（（
）　

ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
（
幾
島
幸
子
・
村
上
由
見
子
訳
）『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
︱
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く
』
岩



158

法学研究 86 巻 7 号（2013：7）

波
書
店
、
二
〇
一
一
年
。

（
（5
）　

以
下
も
参
照
。
塩
原
良
和
「
あ
ら
ゆ
る
場
所
が
『
国
境
』
に
な
る
︱
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
難
民
申
請
者
政
策
」『Q

uadrante

』
一

〇
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
一
︱
一
六
四
頁
。

（
（6
）　M

addison, op. cit., p. 13.
（
（7
）　Board of Inquiry into the Protection of A

boriginal Children from
 Sexual A

buse (BIPA
CSA

), 2007, A
m

pe 
A

kelyernem
ane M

eke M
ekarle (Little Children are Sacred). N

orthern T
erritory Governm

ent, pp. 57-73.

（
（8
）　Standing Com

m
ittee on Legal and Constitutional A

ffairs, T
he Senate (SCLCA

), 2007, Social Security and O
ther 

Legislation A
m

endm
ent (W

elfare Paym
ent R

eform
) Bill 2007 and Four R

elated Bills Concerning the N
orthern 

T
erritory N

ational E
m

ergency R
esponse. Canberra: Com

m
onw

ealth of A
ustralia, pp. 1-2.

（
（（
）　

Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は
政
権
交
代
後
の
二
〇
〇
八
年
六
月
ま
で
活
動
を
続
け
た
。N

orthern T
erritory Em

ergency 
Response T

ask Force (N
T

ERT
F), 2008, N

orthern T
erritory E

m
ergency R

esponse T
ask Force Final R

eport to 
G

overnm
ent.

（
50
）　H

inkson, M
elinda, 2007, 

“Introduction: in the N
am

e of the Child,

” Jon A
ltm

an and M
elinda H

inkson (eds.) Coer-
cive R

econciliation: Stabilise, N
orm

alise, E
xit A

boriginal A
ustralia. N

orth Carlton: A
rena Publishing A

ssociation, 
pp. （-5.

（
51
）　

一
九
七
六
年
ア
ボ
リ
ジ
ニ
土
地
権
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
制
度
で
、
先
住
民
族
の
伝
統
的
土
地
所
有
者
が
か
れ
ら
の
土
地
・
居
留

地
に
外
部
の
者
が
許
可
な
く
立
ち
入
る
の
を
拒
否
で
き
る
仕
組
み
。
な
お
、
労
働
党
政
権
に
交
代
し
た
後
の
二
〇
〇
八
年
二
月
に
政
府
は

入
域
許
可
制
度
の
再
導
入
を
模
索
し
た
が
、
野
党
と
な
っ
た
自
由
・
国
民
党
は
そ
れ
に
反
対
し
た
。
そ
の
後
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
の
Ｎ
Ｔ

Ｅ
Ｒ
政
策
の
再
検
討
報
告
書
（
後
述
）
で
も
、
先
住
民
族
当
事
者
の
圧
倒
的
な
要
望
と
し
て
入
域
管
理
制
度
の
再
導
入
が
提
言
さ
れ
た

（Com
m

onw
ealth of A

ustralia, 2008, R
eport of the N

T
E

R
 R

eview
 Board, p. （1

）。
そ
の
後
二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
、
労
働

党
政
権
は
野
党
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
入
域
許
可
制
度
の
再
導
入
を
上
院
で
可
決
し
た
（Com

m
onw

ealth of A
ustralia, 200（, 

A
ustralian G

overnm
ent and N

orthern T
erritory G

overnm
ent R

esponse to the R
eport of the N

T
E

R
 R

eview
 Board.

）。

（
52
）　M

addison, op. cit., pp. 13-1（.
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（
53
）　Com

m
onw

ealth of A
ustralia, 200（, Future D

irections for the N
orthern T

erritory E
m

ergency R
esponse - D

iscus-
sion Paper, pp. 7-8.

（
5（
）　BIPA

CSA
, op., cit., p. 21. 

お
よ
び
同
報
告
書
の
著
者
の
一
人
に
よ
る
以
下
の
寄
稿
も
参
照
。W

ild, Rex, 

“An unfinished 
business,

” The A
ge, Septem

ber 11, 200（. 

（
55
）　Com

m
onw

ealth of A
ustralia, Future D

irections for the N
orthern T

erritory E
m

ergency R
esponse - D

iscussion 
Paper, op. cit., p. 5.

（
56
）　Ibid., pp. 12-18.

（
57
）　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。BIPA

CSA
, op. cit., pp. 12-18; A

ustralian Council of Social Service (A
CO

SS), 2008, Subm
i-

ssion to the D
epartm

ent of Fam
ilies, H

ousing, C
om

m
unity Services and Indigenous A

ffairs N
T

 E
m

ergency 
R

esponse R
eview

.  Straw
berry H

ills N
SW

: A
CO

SS, p. （0; M
addison, op. cit., pp. （1-（3.

（
58
）　

飯
嶋
秀
治
「Before/A

fter Intervention

︱
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
へ
の
『
介
入
』
政
策
」
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
研
究
報

告
書
編
集
委
員
会
編
『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
研
究
︱
国
家
・
伝
統
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
切
り
結
ぶ
日
常
的
実
践
』
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

先
住
民
研
究
報
告
書
編
集
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
、
五
二
頁
。

（
5（
）　T

urner, Pat. and N
icole W

atson, 2007, 

“The T
rojan H

orse,

” Jon A
ltm

an and M
elinda H

inkson (eds.) Coercive 
R

econciliation: Stabilise, N
orm

alise, E
xit A

boriginal A
ustralia. N

orth Carlton: A
rena Publishing A

ssociation, pp. 
205-212; 

飯
嶋
前
掲
論
文
、
五
〇
頁
。

（
60
）　

連
邦
政
府
を
代
行
し
て
社
会
保
障
給
付
・
サ
ー
ビ
ス
を
市
民
に
提
供
す
る
公
益
法
人
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
七
月
に
連
邦

ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
省
の
一
部
門
と
し
て
統
合
さ
れ
た
。

（
61
）　Com

m
onw

ealth of A
ustralia, Future D

irections for the N
orthern T

erritory E
m

ergency R
esponse - D

iscussion 
Paper, op. cit., pp. 10-12.

（
62
）　

主
な
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
。A

CO
SS, op. cit.; Jon A

ltm
an and M

elinda H
inkson (eds.), 2007, Coercive R

econ-
ciliation: Stabilise, N

orm
alise, E

xit A
boriginal A

ustralia. N
orth Carlton: A

rena Publishing A
ssociation; SCLCA

, op. 
cit.; A

m
nesty International A

ustralia, 200（, R
ace D

iscrim
ination, Special M

easures and the N
orthern T

erritory 
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E

m
ergency R

esponse. Broadw
ay N

SW
: A

m
nesty International A

ustralia.

（
63
）　Sanders,W

illiam
, 2010, 

“Ideology, Evidence and Com
peting Principles in A

ustralian Indigenous A
ffairs: From

 
Brough to Rudd via Pearson and the N

T
ER,

” Australian Journal of Social Issues （5 (3), p. 310.
（
6（
）　Row

se, T
im

, 2007, 

“The N
ational Em

ergency and Indigenous Jurisdictions,

” Jon A
ltm

an and M
elinda H

inkson 
(eds.) Coercive R

econciliation: Stabilise, N
orm

alise, E
xit A

boriginal A
ustralia. N

orth Carlton: A
rena Publishing 

A
ssociation, pp. 5（-60.

（
65
）　Pounder, Louise, 2008, 

“Never M
ind H

um
an Rights, Letʼs Save the Children: T

he A
ustralian Governm

entʼs Em
er-

gency Intervention in the N
orthern T

erritory,

” Australian Indigenous Law
 R

eview
 12 (2), pp. 2-21; V

ivian, A
lison, 

2010, 

“Som
e H

um
an Rights are W

orth M
ore than O

thers: T
he N

orthern T
erritory Intervention and the A

lice 
Springs T

ow
n Cam

ps,
” Alternative Law

 Journal 35 (1), pp. 13-17.

も
っ
と
も
先
述
の
よ
う
に
、
一
九
九
六
年
か
ら
一
一
年
間

続
い
た
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
自
己
決
定
政
策
を
後
退
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
最
末
期
の
二
〇
〇
七
年
に
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
先
住
民
族
の
置
か
れ
た
窮
状
の
原
因
を
自
己
決
定
政
策
に
求
め
る
主
張
に
は
矛
盾
が
あ
る
。

（
66
）　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。Central Land Council (CLC), 2008, R

eview
ing the N

orthern T
erritory E

m
ergency R

espo-
nse:  Perspectives from

 Six Com
m

unities. A
lice Springs: Central Land Council.

（
67
）　Pounder, op. cit., pp. （-5.

（
68
）　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。K

ow
al, 2008, op., cit., p. 3（1.

（
6（
）　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。Sutton, Peter, 200（, T

he Politics of Suffering: Indigenous A
ustralia and the E

nd of the 
Liberal Consensus. Carlton V

IC: M
elbourne U

niversity Press.

（
70
）　N

T
ERT

F, op. cit., p. 21.

（
71
）　Ibid., pp. 18-1（.

（
72
）　Com

m
onw

ealth of A
ustralia, R

eport of the N
T

E
R

 R
eview

 Board, op. cit.

た
だ
し
、
こ
の
再
検
討
委
員
会
の
報
告
書
は

も
と
も
と
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
政
策
の
必
要
性
を
疑
問
視
す
る
内
容
だ
っ
た
の
が
、
政
府
の
要
請
で
書
き
直
さ
れ
た
と
い
う
新
聞
報
道
も
あ
っ
た

（Cooper, Sonia, 2008, 

“The N
T

ER Review
 Board Report,

” Indigenous Law
 Bulletin 7 (7), p. 25.

）。
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（
73
）　Com

m
onw

ealth of A
ustralia, R

eport of the N
T

E
R

 R
eview

 Board, op. cit., p. （.
（
7（
）　Ibid., pp. 20-21.

（
75
）　Ibid., pp. 3（-（0.

（
76
）　Ibid., pp. （6-（7.

（
77
）　Ibid., p. 11.

（
78
）　Ibid., p. 22.
た
だ
し
ア
ル
ト
マ
ン
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
に
代
わ
る
雇
用
を
遠
隔
地
で
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
が
「
改

革
」
さ
れ
れ
ば
多
く
の
先
住
民
族
が
故
郷
を
離
れ
て
鉱
山
労
働
や
都
市
部
の
低
賃
金
労
働
な
ど
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性

が
高
い
と
危
惧
す
る
（A

ltm
an, Jon, 2010, 

“What Future for Rem
ote Indigenous A

ustralia?: Econom
ic H

ybridity and 
the N

eoliberal T
urn,

” Jon A
ltm

an and M
elinda H

inkson (eds.) C
ulture C

risis: A
nthropology and P

olitics in 
A

boriginal A
ustralia. Sydney: U

niversity of N
ew

 South W
ales Press, pp. 25（-260.

）。

（
7（
）　D

epartm
ent of Fam

ilies, H
ousing, Com

m
unity Services and Indigenous A

ffairs (FaH
CSIA

), 2012, Closing the 
G

ap Prim
e M

inisterʼs R
eport 2012, pp. 1-2.

（
80
）　D

epartm
ent of Fam

ilies, H
ousing, Com

m
unity Services and Indigenous A

ffairs (FaH
CSIA

), 2010, Closing the 
G

ap in the N
orthern T

erritory M
onitoring R

eport July-D
ecem

ber 2010 (chapter one). Canberra: FaH
CSIA

, p. 3; 
Com

m
onw

ealth of A
ustralia, A

ustralian G
overnm

ent and N
orthern T

erritory G
overnm

ent R
esponse to the R

eport 
of the N

T
E

R
 R

eview
 Board, op. cit.

（
81
）　M

acklin, Jenny and Brendan O
ʼConnor, 2008, 

“Strengthening Indigenous Em
ploym

ent O
pportunities (joint m

edia 
release, D

ec. 1（, 2008),

” (http://jennym
acklin.fahcsia.gov.au/node/308

：
二
〇
一
三
年
三
月
二
六
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
82
）　Com

m
onw

ealth of A
ustralia, Future D

irections for the N
orthern T

erritory E
m

ergency R
esponse - D

iscussion 
Paper, op. cit.

な
お
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｐ
の
改
革
は
こ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
の
主
要
な
論
点
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
83
）　Ibid., p. 6.

（
8（
）　

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。D

epartm
ent of Fam

ilies, H
ousing, Com

m
unity Services and Indigenous A

ffairs (FaH
CSIA

), 
2011, N

orthern T
erritory E

m
ergency R

esponse E
valuation R

eport 2011.
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epartm
ent of Parliam

entary Services, Parliam
ent of A

ustralia (D
PS), 2011, Fam

ily A
ssistance and O

ther　

Legis lation A
m
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ent Bill 2011 (Parliam

entary Library Bills D
igest N

o. 1（5, 2010-11), 21 June 2011, p. 15.
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86
）　Cape Y

ork Institute for Policy and Leadership (CY
IPL), 2007, From

 H
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and U
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ork W

elfare 
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eform
 Project D

esigning R
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endations, pp. 23-2（.
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SS analysis of the O
R
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the Child Protection Schem

e of Incom
e M

anagem
ent and V
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anagem
ent M
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A
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88
）　Cox, Eva, 2011, 

“Incom
e M

anagem
ent,

” Arena M
agazine 113, pp. 38-（0.
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）　CY

IPL, op., cit., p. （.
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）　A
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an, Jon, 2011, 
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ow
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” The 
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ugust （) (http://theconversation.edu.au/noel-pearsons-policies-em
braced-by-w

hite-australia-but-how
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effective-are-they-2226
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一
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ア
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セ
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IPL, op. cit., pp. 7-15.
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）　Billings, Peter and A

nthony E. Cassim
atis, 200（, 

“Redesigning the N
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 and N
on-D
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” Law
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ealth of A
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m
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eposed Changes.
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）　Ibid., pp. 3-（.
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）　Com
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eform
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elfare System
, R
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ent 

of the R
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ination A

ct and Strengthening of the N
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esponse, p. 1.
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収
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管
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ラ
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あ
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劣
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が
た
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た
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マ
ス
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ィ
ア
で
報
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さ
れ
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い
た
。
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Ｗ
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イ
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octorsʼ A
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